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４．調査結果の概要 

検出状況・検出下限値一覧を表 2 に示す。なお、検出状況の概要は以下のとおりである。 

 

水質については、49 調査対象物質（群）中、次の 13 物質（群）が検出された。 

･[4] 9,10-アントラセンジオン（別名：アントラキノン）：7 地点中 1 地点 

･[8] 2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名：アメトリン）：11

地点中 1 地点 

･[9] 5-エチル-5-フェニル-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン（別名：フェノバルビタール）：15 地

点中 10 地点 

･[12] 1,2-エポキシブタン：5 地点中 2 地点 

･[15] 2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル（別

名：シアナジン）：7 地点中 6 地点 

･[20] α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキ

シラート（別名：シクロプロトリン）：5 地点中 1 地点 

･[22] シクロヘキサノン：5 地点中 1 地点 

･[26] ジクロロブロモメタン：5 地点中 3 地点 

･[29] 5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン（別名：フェニトイン）：11 地点中 3 地点 

･[30] 2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール：5 地点中 1 地点 

･[32] 1,4-ジブロモブタン：5 地点中 1 地点 

･[34] タリウム及びその化合物（タリウムとして）：4 地点中 4 地点 

･[52] メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート

（別名：ピリミノバックメチル）：13 地点中 1 地点 

 

底質については、6 調査対象物質（群）中、次の 3 物質（群）が検出された。 

･[1] アジピン酸：5 地点中 5 地点 

･[50] ベンジルアルコール：5 地点中 3 地点 

･[51] ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのもの）：5

地点中 5 地点 

 

生物については、1 調査対象物質中、次の 1 物質が検出された。 

･[40] フェナントレン：3 地点中 3 地点 

 

大気については、28 調査対象物質（群）中、次の 7 物質（群）が検出された。 

･[5] インジウム及びその化合物（インジウムとして）：5 地点中 5 地点 

･[12] 1,2-エポキシブタン：3 地点中 2 地点 

･[18] 2-クロロプロピオン酸：5 地点中 4 地点 

･[27] 2,4-ジニトロ-6-オクチルフェニル=クロトナート及び 2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=クロト

ナートの混合物（オクチル基が 1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は 1-プロピルペン

チル基であるものの混合物に限る。）（別名：ジノカップ又は DPC）：5 地点中 1 地点 

･[34] タリウム及びその化合物（タリウムとして）：5 地点中 5 地点 

･[38] テルル及びその化合物（テルルとして）：5 地点中 5 地点 

･[40] フェナントレン：5 地点中 5 地点 
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表 2 平成 18年度初期環境調査検出状況・検出下限値一覧表 
水質 (ng/L) 底質 (ng/g-dry) 生物 (ng/g-wet) 大気 (ng/m3) 物質 

調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[1] アジピン酸 
nd 
0/6 

3,800 nd～190 
5/5 

6     

[2] 
3'-アミノ-4'-メトキシアセ
トアニリド 

nd 
0/7 

2       

[3] 
4-アリル-1,2-ジメトキシベ
ンゼン 

nd 
0/5 

2       

[4] 
9,10-アントラセンジオン
（別名：アントラキノン） 

nd～140 
1/7 

40       

[5] 
インジウム及びその化合
物（インジウムとして） 

nd 
0/4 

1.5     
0.011～

0.55 
5/5 

0.007 

[6] 

O-エチル=O-2-(イソプロ
ポキシカルボニル)フェニ
ル=N-イソプロピルホスホ
ルアミドチオアート（別
名：イソフェンホス） 

nd 
0/8 

2       

[7] 

S-エチル=2-(4-クロロ-2-メ
チルフェノキシ)チオアセ
タート（別名：フェノチオ
ール又は MCPA チオエチ
ル） 

nd 
0/5 

7     
nd 
0/6 

9 

[8] 

2-エチルアミノ-4-イソプ
ロピルアミノ-6-メチルチ
オ -1,3,5-トリアジン（別
名：アメトリン） 

nd～5.1 
1/11 

3.2       

[9] 

5- エ チ ル -5- フ ェ ニ ル
-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジ
ントリオン（別名：フェノ
バルビタール） 

nd～170 
10/15 

4     
nd 
0/5 

0.9 

[10] エチレンイミン 
nd 
0/6 

4       

[11] 
4'-エトキシアセトアニリ
ド（別名：フェナセチン） 

nd 
0/5 

0.6       

[12] 1,2-エポキシブタン 
nd～4.7 

2/5 
1.6     nd～160 

2/3 
16 

[13] 
4-オキシラニル-1,2-エポキ
シシクロヘキサン 

      
nd 
0/5 

16 

[14] 

5-クロロ-N-{2-[4-(2-エトキ
シエチル)-2,3-ジメチルフ
ェノキシ]エチル}-6-エチ
ルピリミジン-4-アミン（別
名：ピリミジフェン） 

nd 
0/7 

70       

[15] 

2-(4-クロロ-6-エチルアミ
ノ -1,3,5-トリアジン -2-イ
ル)アミノ-2-メチルプロピ
オノニトリル（別名：シア
ナジン） 

nd～2.5 
6/7 

0.4     
nd 
0/5 

0.4 

[16] 
クロロトリフルオロメタ
ン（別名：CFC-13） 

nd 
0/5 

3       

[17] 

O-6-クロロ-3-フェニル-4-
ピリダジニル=S-n-オクチ
ル=チオカルボナート（別
名：ピリデート） 

nd 
0/5 

4     
nd 
0/5 

0.20 

[18] 2-クロロプロピオン酸 
nd 
0/5 

6     nd～1.4 
4/5 

0.4 

[19] 
1-クロロ-2-メチルプロペ
ン 

nd 
0/5 

1.4 
nd 
0/5 

0.13     

[20] 

α-シアノ-3-フェノキシベ
ンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-
エトキシフェニル)シクロ
プロパンカルボキシラー
ト（別名：シクロプロトリ
ン） 

nd～120 
1/5 

6     
nd 
0/5 

23 
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水質 (ng/L) 底質 (ng/g-dry) 生物 (ng/g-wet) 大気 (ng/m3) 物質 
調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[21] 

[1α(S*),3α]-(±)-シアノ(3-フ
ェノキシフェニル)メチル
=3-(2,2-ジクロロエテニ
ル)-2,2-ジメチルシクロプ
ロパンカルボキシラート
（別名：α-シペルメトリ
ン） 

nd 
0/10 

10       

[22] シクロヘキサノン 
nd～500 

1/5 
400 

nd 
0/5 

13     

[23] 

1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフル
オロフェニル)-3-(2,6-ジフ
ルオロベンゾイル )尿素
（別名：テフルベンズロ
ン） 

nd 
0/6 

11     
nd 
0/5 

0.20 

[24] 

2,4'-ジクロロ-α-(5-ピリミ
ジニル)ベンズヒドリル=
アルコール（別名：フェナ
リモル） 

nd 
0/5 

1.8     
nd 
0/5 

2.2 

[25] 

2-(2,4-ジクロロフェニ
ル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾー
ル-1-イル)-2-ヘキサノール
（別名：ヘキサコナゾー
ル） 

nd 
0/6 

6     
nd 
0/5 

1.6 

[26] ジクロロブロモメタン 
nd～12 

3/5 
4 

nd 
0/5 

0.6     

[27] 

2,4-ジニトロ-6-オクチルフ
ェニル=クロトナート及び
2,6-ジニトロ-4-オクチルフ
ェニル=クロトナートの混
合物（オクチル基が 1-メチ
ルヘプチル基、1-エチルヘ
キシル基又は 1-プロピル
ペンチル基であるものの
混合物に限る。）（別名：
ジノカップ又は DPC） 

      nd～0.29 
1/5 

0.19 

[28] ジビニルベンゼン 
nd 
0/5 

2       

[29] 
5,5-ジフェニル -2,4-イミダ
ゾリジンジオン（別名：フ
ェニトイン） 

nd～11 
3/11 

2.2       

[30] 
2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタ
ノール 

nd～76 
1/5 

25     
nd 
0/5 

18 

[31] 
ジブロモテトラフルオロ
エタン（別名：ハロン
-2402） 

nd 
0/5 

10       

[32] 1,4-ジブロモブタン 
nd～4.0 

1/5 
1.5       

[33] 1,3-ジブロモプロパン 
nd 
0/5 

0.6       

[34] 
タリウム及びその化合物
（タリウムとして） 

3.0～16 
4/4 

1.7     
0.024～

0.21 
5/5 

0.002 

[35] 
チオりん酸 O,O-ジエチル
-O-2-キノキサリニル（別
名：キナルホス） 

nd 
0/11 

8     
nd 
0/5 

3 

[36] 
テトラクロロジフルオロ
エタン（別名：CFC-112） 

nd 
0/5 

11       

[37] 

2,3,5,6-テトラフルオロ-4-
メチルベンジル=(Z)-3-(2-
クロロ-3,3,3-トリフルオロ
-1-プロペニル)-2,2-ジメチ
ルシクロプロパンカルボ
キシラート（別名：テフル
トリン） 

nd 
0/9 

8     
nd 
0/6 

0.5 
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水質 (ng/L) 底質 (ng/g-dry) 生物 (ng/g-wet) 大気 (ng/m3) 物質 
調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[38] 
テルル及びその化合物（テ
ルルとして） 

nd 
0/4 

19     
0.019～

0.43 
5/5 

0.016 

[39] 2,4,6-トリニトロトルエン 
nd 
0/5 

2.7       

[40] フェナントレン     1.2～3.0 
3/3 

0.2 3.7～26 
5/5 

1.6 

[41] 

1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソ
プロピル-4-フェノキシフ
ェニル)チオ尿素（別名：
ジアフェンチウロン） 

nd 
0/5 

20       

[42] 

N-プロピル -N-[2-(2,4,6-ト
リクロロフェノキシ)エチ
ル]イミダゾール-1-カルボ
キサミド（別名：プロクロ
ラズ） 

nd 
0/8 

1.8     
nd 
0/5 

0.3 

[43] 
ブロモクロロジフルオロ
メタン（別名：ハロン
-1211） 

nd 
0/5 

20       

[44] 

2-(4-ブロモジフルオロメ
トキシフェニル)-2-メチル
プロピル=3-フェノキシベ
ンジルエーテル（別名：ハ
ルフェンプロックス） 

nd 
0/11 

13       

[45] 
3-ブロモ-1-プロペン（別
名：臭化アリル） 

nd 
0/5 

1.8       

[46] 

1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビ
シクロ [2.2.1]-5-ヘプテン
-2,3-ジカルボン酸（別名：
クロレンド酸） 

nd 
0/5 

25     
nd 
0/5 

6 

[47] 
ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニ
トロ-1,3,5-トリアジン（別
名：シクロナイト） 

nd 
0/5 

22     
nd 
0/5 

1.9 

[48] 
ベンジリジン=トリクロリ
ド 

      
nd 
0/5 

4 

[49] ベンジリデン=ジクロリド       
nd 
0/5 

2 

[50] ベンジルアルコール 
nd 
0/5 

50 nd～21 
3/5 

7     

[51] 

ポリ(オキシエチレン)=ア
ルキルエーテル類（アルキ
ル基の炭素数が 12から 15
までのもの） 

  
9.0～
2,000 
5/5 

※780     

[51-1] 
ポリ(オキシエチレン)=ド
デシルエーテル類（重合度
が 2から 19までのもの） 

  
8.0～
1,500 
5/5 

※150     

[51-1-1] 
ジ(オキシエチレン)=ドデ
シルエーテル 

  
nd 
0/5 

12     

[51-1-2] 
トリ(オキシエチレン)=ド
デシルエーテル 

  
nd 
0/5 

17     

[51-1-3] 
テトラ(オキシエチレン)=
ドデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

18     

[51-1-4] 
ペンタ(オキシエチレン)=
ドデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

16     

[51-1-5] 
ヘキサ(オキシエチレン)=
ドデシルエーテル 

  nd～17 
2/5 

12     

[51-1-6] 
ヘプタ(オキシエチレン)=
ドデシルエーテル 

  nd～20 
4/5 

11     

[51-1-7] 
オクタ(オキシエチレン)=
ドデシルエーテル 

  nd～31 
4/5 

9.6     

[51-1-8] 
ノナ(オキシエチレン)=ド
デシルエーテル 

  nd～64 
4/5 

8.7     

[51-1-9] 
デカ(オキシエチレン)=ド
デシルエーテル 

  nd～110 
4/5 

8.7     
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水質 (ng/L) 底質 (ng/g-dry) 生物 (ng/g-wet) 大気 (ng/m3) 物質 
調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[51-1-10] 
ウンデカ (オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～160 
4/5 

7.3     

[51-1-11] 
ドデカ(オキシエチレン)=
ドデシルエーテル 

  nd～210 
4/5 

6.2     

[51-1-12] 
トリデカ (オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～190 
4/5 

8.0     

[51-1-13] 
テトラデカ(オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～170 
4/5 

6.4     

[51-1-14] 
ペンタデカ(オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～170 
5/5 

4.3     

[51-1-15] 
ヘキサデカ(オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～150 
5/5 

3.0     

[51-1-16] 
ヘプタデカ(オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～81 
5/5 

3.6     

[51-1-17] 
オクタデカ(オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～43 
5/5 

2.5     

[51-1-18] 
ノナデカ (オキシエチレ
ン)=ドデシルエーテル 

  nd～31 
5/5 

1.0     

[51-2] 
 

ポリ(オキシエチレン)=ト
リデシルエーテル類（重合
度が 2から 19までのもの） 

  nd～68 
5/5 

※250     

[51-2-1] 
ジ(オキシエチレン)=トリ
デシルエーテル 

  
nd 
0/5 

17     

[51-2-2] 
トリ(オキシエチレン)=ト
リデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

22     

[51-2-3] 
テトラ(オキシエチレン)=
トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

22     

[51-2-4] 
ペンタ(オキシエチレン)=
トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

22     

[51-2-5] 
ヘキサ(オキシエチレン)=
トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

21     

[51-2-6] 
ヘプタ(オキシエチレン)=
トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

20     

[51-2-7] 
オクタ(オキシエチレン)=
トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

19     

[51-2-8] 
ノナ(オキシエチレン)=ト
リデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

21     

[51-2-9] 
デカ(オキシエチレン)=ト
リデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

19     

[51-2-10] 
ウンデカ (オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

15     

[51-2-11] 
ドデカ(オキシエチレン)=
トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

13     

[51-2-12] 
トリデカ (オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

15     

[51-2-13] 
テトラデカ(オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

9.6     

[51-2-14] 
ペンタデカ(オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  nd～8.7 
4/5 

6.9     

[51-2-15] 
ヘキサデカ(オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  nd～11 
4/5 

5.3     

[51-2-16] 
ヘプタデカ(オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  nd～10 
3/5 

4.3     

[51-2-17] 
オクタデカ(オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  nd～8.1 
3/5 

3.0     

[51-2-18] 
ノナデカ (オキシエチレ
ン)=トリデシルエーテル 

  nd～5.8 
4/5 

1.7     

[51-3] 
 

ポリ(オキシエチレン)=テ
トラデシルエーテル類（重
合度が 2 から 19 までのも
の） 

  nd～450 
5/5 

※230     

[51-3-1] 
ジ(オキシエチレン)=テト
ラデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

18     

[51-3-2] 
トリ(オキシエチレン)=テ
トラデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

19     
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水質 (ng/L) 底質 (ng/g-dry) 生物 (ng/g-wet) 大気 (ng/m3) 物質 
調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[51-3-3] 
テトラ(オキシエチレン)=
テトラデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

18     

[51-3-4] 
ペンタ(オキシエチレン)=
テトラデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

23     

[51-3-5] 
ヘキサ(オキシエチレン)=
テトラデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

21     

[51-3-6] 
ヘプタ(オキシエチレン)=
テトラデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

20     

[51-3-7] 
オクタ(オキシエチレン)=
テトラデシルエーテル 

  nd～18 
1/5 

17     

[51-3-8] 
ノナ(オキシエチレン)=テ
トラデシルエーテル 

  nd～39 
1/5 

17     

[51-3-9] 
デカ(オキシエチレン)=テ
トラデシルエーテル 

  nd～54 
1/5 

16     

[51-3-10] 
ウンデカ (オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～66 
1/5 

12     

[51-3-11] 
ドデカ(オキシエチレン)=
テトラデシルエーテル 

  nd～73 
3/5 

11     

[51-3-12] 
トリデカ (オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～54 
2/5 

14     

[51-3-13] 
テトラデカ(オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～41 
2/5 

8.7     

[51-3-14] 
ペンタデカ(オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～34 
4/5 

5.3     

[51-3-15] 
ヘキサデカ(オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～26 
4/5 

3.9     

[51-3-16] 
ヘプタデカ(オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～15 
4/5 

4.2     

[51-3-17] 
オクタデカ(オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～6.7 
4/5 

2.7     

[51-3-18] 
ノナデカ (オキシエチレ
ン )=テトラデシルエーテ
ル 

  nd～30 
3/5 

2.7     

[51-4] 
 

ポリ(オキシエチレン)=ペ
ンタデシルエーテル類（重
合度が 2 から 19 までのも
の） 

  
nd 
0/5 ※150     

[51-4-1] 
ジ(オキシエチレン)=ペン
タデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

8.0     

[51-4-2] 
トリ(オキシエチレン)=ペ
ンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

10     

[51-4-3] 
テトラ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

11     

[51-4-4] 
ペンタ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

14     

[51-4-5] 
ヘキサ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

13     

[51-4-6] 
ヘプタ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

12     

[51-4-7] 
オクタ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

15     

[51-4-8] 
ノナ(オキシエチレン)=ペ
ンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

12     

[51-4-9] 
デカ(オキシエチレン)=ペ
ンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

12     

[51-4-10] 
ウンデカ (オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  nd 
0/5 

9.2     
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水質 (ng/L) 底質 (ng/g-dry) 生物 (ng/g-wet) 大気 (ng/m3) 物質 
調査 
番号 

調査対象物質 範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

範囲 
検出頻度 

検出 
下限値 

[51-4-11] 
ドデカ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル 

  
nd 
0/5 

7.8     

[51-4-12] 
トリデカ (オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  nd 
0/5 

7.8     

[51-4-13] 
テトラデカ(オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  
nd 
0/5 

5.5     

[51-4-14] 
ペンタデカ(オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  
nd 
0/5 

3.9     

[51-4-15] 
ヘキサデカ(オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  
nd 
0/5 

3.4     

[51-4-16] 
ヘプタデカ(オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  
nd 
0/5 

3.1     

[51-4-17] 
オクタデカ(オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  
nd 
0/5 

3.1     

[51-4-18] 
ノナデカ (オキシエチレ
ン )=ペンタデシルエーテ
ル 

  
nd 
0/1 

1.8     

[52] 

メチル=2-(4,6-ジメトキシ
-2- ピ リ ミ ジ ニ ル オ キ
シ)-6-[1-(メトキシイミノ)
エチル]ベンゾアート（別
名：ピリミノバックメチ
ル） 

nd～2.5 
1/13 

※17     
nd 
0/5 ※1.0 

[53] 

メチル=3-(4-メトキシ-6-メ
チル -1,3,5-トリアジン -2-
イルカルバモイルスルフ
ァモイル )-2-テノアート
（別名：チフェンスルフロ
ンメチル） 

nd 
0/7 

40     
nd 
0/5 

3 

[54] 

2-メチル -1,1'-ビフェニル
-3-イルメチル=(Z)-3-(2-ク
ロロ -3,3,3-トリフルオロ
-1-プロペニル)-2,2-ジメチ
ルシクロプロパンカルボ
キシラート（別名：ビフェ
ントリン） 

      
nd 
0/5 

0.3 

[55] 
9- メ ト キ シ -7H- フ ロ
[3,2-g][1]ベンゾピラン -7-
オン（別名：メトキサレン） 

nd 
0/14 

10       

[56] 

り ん 酸 (Z)-2- ク ロ ロ
-1-(2,4,5-トリクロロフェ
ニル)ビニル=ジメチル（別
名：テトラクロルビンホス
又は CVMP） 

nd 
0/8 

1.0     
nd 
0/5 

0.4 

（注１）検出頻度は地点ベースで示した。すなわち、検出地点数/調査地点数（測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一し
たことで集計の対象から除外された地点数は含まない。）を示す。１地点につき複数の検体を測定した場合において、１検体
でも検出されたとき、その地点は「検出地点」となる。 

（注２）範囲は検体ベースで示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd～となることがある。 
（注３） は調査対象外の媒体であることを意味する。 
（注４）※は同族体又は異性体ごとの検出下限値の合計とした。 
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物質（群）別の調査結果は、次のとおりである。 

 

[1] アジピン酸（CAS 登録番号：124-04-9） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・底質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とさ

れていないが一定の有害性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、6 地点を調査し、検出下限値 3,800ng/L において 6 地点全てで検出されなかった。昭和

60 年度には 9 地点を調査し、検出下限値 2,000ng/L において 9 地点全てで検出されなかった。 

平成 18 年度と昭和 60 年度に調査を行った同一の 2 地点では、いずれの年度においても検出されなかっ

た。 

底質については、5 地点を調査し、検出下限値 6ng/g-dry において 5 地点全てで検出され、検出濃度は

190ng/g-dry までの範囲であった。昭和 60 年度には 9 地点を調査し、検出下限値 30ng/g-dry において 9 地点

中 2 地点で検出され、検出濃度は 410ng/g-dry までの範囲であった。 

平成 18 年度と昭和 60 年度に調査を行った同一の 1 地点では、いずれの年度においても検出され、平成

18 年度の検出値が低値であった。 

○アジピン酸の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S60 0/27 0/9 nd 2,000 水質 
（ng/L） 18 0/18 0/6 nd 3,800 

S60 6/27 2/9 nd～410 30 底質 
（ng/g-dry） 18 9/15 5/5 nd～190 6 

 

同一地点 水質 

地点 実施年度
測定値 
(ng/L) 

報告時検出下限値
(ng/L) 

S60 ※1,800 ※1,400 ※1,800 1,300 
① 石狩川河口石狩河口橋（石狩市） 

18 nd nd nd 3,800 
S60 nd ※1,400 ※1,400 1,300 

② 苫小牧港 
18 nd nd nd 3,800 

※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満） 
 

同一地点 底質 

地点 実施年度
測定値 

(ng/g-dry) 
報告時検出下限値

(ng/g-dry) 
S60 150 120 70 10 

① 苫小牧港 
18 nd 11 ※2 1 

※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満） 
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【参考：アジピン酸】 
 
・用 途 ： ポリアミド（ナイロン 66）の原料、ウレタン原料、可塑剤原料、紙力増強剤、香料原料 vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造約 110,000t（推定）、輸入 55,840tvi) 

平成 14 年（2002 年）：製造約 110,000t（推定）、輸入 58,004tvi) 
平成 15 年（2003 年）：製造約 110,000t（推定）、輸入 59,055tvi) 
平成 16 年（2004 年）：製造約 1,204t（推定）、輸入 58,694tvi) 
平成 17 年（2005 年）：製造約 1,204t（推定）、輸入 52,281tvi) 
平成 18 年（2006 年）：製造約 1,204t（推定）、輸入 43,113tvi) 
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「アジピ

ン酸」としての製造量及び輸入量は 100,000～1,000,000t 未満とされている 1)。 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 2 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(85%、68%、

90%)、TOC(97%、99%、98%)、HPLC での測定値(100%、100%、100%)）2) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 34.0%、底質 0.06%、大気 0.0002%、土壌 66.0%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,900mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=11,000mg/kg 超：ラット（経口）vii) 
・反復投与毒性等 ： NOAEL=約 750mg/kg/日：2 年間経口投与したラット（雄）において体重減少（各群のうち一部

の動物しか鏡検を実施していない等の問題点あり）。3) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=6.3mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 

21d-EC50=18mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-NOEC=41mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
48h-EC50=46mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
14d-NOEC=50mg/L：メダカ（Oryzias latipes）生残 v) 
72h-EC50=59mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
14d-LC50=80mg/L：メダカ（Oryzias latipes)v) 
72h-LC50=97mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）4) 

96h-LC50=100mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）v) 
   
（注 1） 「分解度試験」とは「新規化学物質等に係る試験の方法について（昭和 49 年 7 月 13 日環保業第

5 号、薬発第 615 号、49 基局第 392 号）」若しくは「新規化学物質等に係る試験の方法について

（平成 15 年 11 月 21 日薬食発第 1121002 号、平成 15・11・13 製局第 2 号、環保企発第 031121002
号）」又はそれらの改正を原則として実施されたものをいい、「標準法」、「逆転法」、「Closed 
Bottle 法」及び「修正 SCAS 法」とはそれぞれ OECD テストガイドラインの 301C、302C、301D
及び 302A に準拠して実施されたものをいう。以下同じ。 

（注 2） U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v3.20 における Level III Fugacity Model では、水

質、底質、大気及び土壌への排出速度をそれぞれ 1,000kg/hr・km と仮定した場合における媒体別

分配を予測している。以下同じ。 

 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確

報値）（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（平成

元年 12 月 28 日）(1989) 
3) Horn et al., Safety of adipic acid as compared with citric and tartaric acid, Agricultural Food 

Chemistry, 5, 759-762 (1957) (cited in OECD SIDS Initial Assessment Report for SIAM 18 
(2004)) 

4) Mattson et al., Acute Toxicity of Selected Organic Compounds to Fathead Minnows, U.S. 
Environmental Protection Agency Environmental Research Laboratory Report (No. 
EPA/600/3-76-097) (1976) 
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[2] 3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリド（CAS 登録番号：6375-47-9） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 8 地点を調査し、検出下限値 2ng/L にお

いて 7 地点中 7 地点全てで検出されなかった。 

○3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリドの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/21 0/7 nd 2 

 

 

【参考：3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリド】 
 
・用 途 ： 不詳 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(22%)、

TOC(49%)、HPLC での測定値(100%)。被験物質は 1,3-ジアミノ-4-メトキシベンゼン及び酢酸

を生成し 1,3-ジアミノ-4-メトキシベンゼンは残留した。1,3-ジアミノ-4-メトキシベンゼンは

重合し黒褐色の不溶物を生成した。）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 45.2%、底質 0.009%、大気 0.000002%、土壌 54.7%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（7 3'-アミノ-4'-メトキシア

セトアニリド） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 3 月 26 日）(2002) 
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[3] 4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン（CAS 登録番号：93-15-2） 

【平成 18 年度調査媒体：水質】 
 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 2ng/L にお

いて 5 地点全てで検出されなかった。 

○4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 2 

 

 

【参考：4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン】 
 
・用 途 ： 合成中間体（香料）viii)、昆虫誘引剤 vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 16（2004）農薬年度：製造 4.6t（製剤）vi) 

平成 17（2005）農薬年度：製造 4.8t（製剤）vi) 
平成 18（2006）農薬年度：製造 4.9t（製剤）vi) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(89%)、

TOC(99%)、GC での測定値(100%)）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 19.2%、底質 0.5%、大気 0.1%、土壌 80.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=810mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=430mg/m3：ラット（吸入）vii) 
・反復投与毒性等 ： NOEL=10mg/kg/日：14 週間週 5 日 0.5%メチルセルロース水溶液に溶かし強制経口投与した

F344/N 系ラット及び B6C3F1 系マウスにおいて、死亡率増加、体重増加抑制、小赤血球症及

び血小板増加症の発症、肝傷害、肝汁うっ滞又は肝機能異常によるものと思われる血清アラ

ニンアミノトランスフェラーゼ及びソルビトールデヒドロゲナーゼ並びに胆汁酸濃度の上

昇、肝及び腺胃への有害作用による食餌中たん白利用効率低下からと思われる総たん白及び

アルブミンの低下を証左とした低たん白血症及び低アルブミン血症の発症、ガストリンフィ

ードバック機構への障害によるものと思われるガストリン及び胃内 pH の上昇、肝細胞変性、

巨大細胞症、Kupffer 細胞色素沈着、胆管増殖、腺胃粘膜の萎縮及び慢性炎症等。2) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=1.1mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 

72h-NOEC=4.6mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
96h-LC50=6mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）3) 
48h-LC50=8.1mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）3) 
21d-EC50=13mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
96h-LC50=14mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
72h-EC50=22mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
48h-EC50=38mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（8 4-アリル-1,2-ジメトキシ

ベンゼン） 
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参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

59 年 12 月 28 日）(1984) 
2) Abdo et al., 14-Week toxicity and cell proliferation of methyleugenol administered by gavage to 

F344 rats and B6C3F1 mice, Food and Chemical Toxicology, 39(4), 303-316 (2001) 
3) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[4] 9,10-アントラセンジオン（別名：アントラキノン、CAS 登録番号：84-65-1） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とさ

れていないが一定の有害性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、7 地点を調査し、検出下限値 40ng/L において 7 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は

140ng/L までの範囲であった。平成元年度には 22 地点を調査し、検出下限値 180ng/L において 22 地点全て

で検出されなかった。昭和 63 年度には 25 地点を調査し、検出下限値 200ng/L において 25 地点全てで検出

されなかった。 

平成 18 年度と平成元年度に調査を行った同一の 4 地点のうち、平成 18 年度に検出された 2 地点では、

平成元年度の検出下限値未満であった。 

○9,10-アントラセンジオン（別名：アントラキノン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S63 0/75 0/25 nd 200 
元 0/66 0/22 nd 180 水質 

（ng/L） 18 1/21 1/7 nd～140 40 
 

同一地点 水質 

地点 実施年度
測定値 
(ng/L) 

報告時検出下限値
(ng/L) 

元 nd nd nd 180 
① 犀川河口（金沢市） 

18 140 ※20 ※16 5 
元 nd nd nd 180 

② 徳山湾 
18 ※3.1 ※2.0 ※2.3 1.1 
元 nd nd nd 180 

③ 萩沖 
18 ※1.6 1.1 ※1.2 1.1 
元 nd nd nd 180 

④ 高松港 
18 ※2.3 ※3.0 ※3.1 1.1 

※：参考値（各地点での報告時検出下限値以上、検出下限値未満） 
 

 

【参考：9,10-アントラセンジオン（別名：アントラキノン）】 
 
・用 途 ： アントラキノン系染料の出発原料。スルホン化、ハロゲン化、ニトロ化等により酸性染料、

媒染染料、建染染料、分散染料等広範な染料の中間体となる vi)。 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 3 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(2 週間後

29.7%、3 週間後 52.3%)、GC での測定値(88.1%)、UV-VIS での測定値(75.7%)）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 12.6%、底質 0.7%、大気 0.3%、土壌 86.4%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=5,000mg/kg 超：マウス（経口）vii) 

LC50=1,300mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
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・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 72h-NOEC=0.035mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 

72h-EC50=0.035mg/L 超：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
48h-EC50=0.24mg/L 超：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
21d-EC50=0.33mg/L 超：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-NOEC=0.4mg/L 超：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
96h-LC50=0.4mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）v) 

 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

50 年 8 月 27 日）(1975) 
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[5] インジウム及びその化合物（インジウムとして）（CAS 登録番号：7440-74-6 等） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 6 地点を調査し、検出下限値 1.5ng/L に

おいて 4 地点中 4 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.007ng/m3

において 5 地点全てで検出され、検出範囲は 0.011～0.55ng/m3であった。 

○インジウム及びその化合物（インジウムとして）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/12 0/4 nd 1.5 

大気 
（ng/m3） 

18 15/15 5/5 0.011～0.55 0.007 

 

 

【参考：インジウム及びその化合物（インジウムとして）】 
 
・用 途 ： 銀ロウ、銀合金接点、ハンダ、低融点合金、液晶セル電極用、歯科用合金、防食アルミニウム、

テレビカメラ、ゲルマニウム・トランジスター、光通信、太陽熱発電、電子部品、軸受金属、

リン化インジウム結晶の原料 vi)。 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 63t、輸入 171t（塊、くず及び粉）vi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 55t、輸入 140t（塊、くず及び粉）vi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 50t、輸入 265t（塊、くず及び粉）vi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 50t、輸入 421t（塊、くず及び粉）vi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 50t、輸入 422t（塊、くず及び粉）vi) 
平成 18 年（2006 年）：製造 50t、輸入 434t（塊、くず及び粉）vi) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 54.1%、底質 0.1%、大気 40.2%、土壌 5.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 7d-LC50=1mg/L（インジウム）：ヨコエビ科の一種（Hyalella azteca）1) 
・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（9 インジウム及びその化合物）

 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[6] O-エチル=O-2-(イソプロポキシカルボニル)フェニル=N-イソプロピルホスホルアミドチオア

ート（別名：イソフェンホス、CAS 登録番号：25311-71-1） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 8 地点を調査し、検出下限値 2ng/L にお

いて 8 地点全てで検出されなかった。 

○O-エチル=O-2-(イソプロポキシカルボニル)フェニル=N-イソプロピルホスホルアミドチオアート（別名：

イソフェンホス）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/24 0/8 nd 2 

 

 

【参考：O-エチル=O-2-(イソプロポキシカルボニル)フェニル=N-イソプロピルホスホルアミドチオアート（別名：イソ

フェンホス）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）viii)、土壌害虫専用殺虫剤 vi) 
・生産量・輸入量 ： 化審法監視化学物質届出結果公表値なし（100t 未満） 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 16.3%、底質 5.1%、大気 0.04%、土壌 78.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=3mg/kg：ニワトリ（経口）vii) 

LD50=13mg/kg：ウズラ（経口）vii) 

LD50=21.1mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=91.3mg/kg：マウス（経口）vii) 

LC50=144mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.0005mg/kg/日以下 viii) 

NOAEL=0.05mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 48h-EC50=0.0016mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 1) 

96h-LC50=0.0017mg/L：ミシッドシュリンプ（Americamysis bahia）1) 
30d-LC50=0.13mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）1) 
96h-EC50=0.152mg/L：バージニアガキ(Crassostrea virginica) 遊泳阻害 1) 
28d-LC50=0.168mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）1) 
96h-LC50=1.3mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）1) 
96h-LC50=1.7mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）1) 
96h-LC50=2.1mg/L：チャネルキャットフィッシュ（Ictalurus punctatus）1) 

・規     制 ：  
［化審法］ 

 
法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（432 O-エチル=O-2-(イソプロポキシカルボニル)フェ

ニル=N-イソプロピルホスホルアミドチオアート（別名イソフェンホス）） 
 

［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（12 O-エチル=O-2-(イソプロ

ポキシカルボニル)フェニル=N-イソプロピルホスホルアミドチオアート（別名イソフェンホ

ス）） 
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参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[7] S-エチル=2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)チオアセタート（別名：フェノチオール又は MCPA
チオエチル、CAS 登録番号：25319-90-8） 

【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 
 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満である※ので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

※要望当時 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 7ng/L にお

いて 5 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 6 地点を調査し、検出下限値 9ng/m3 に

おいて 6 地点全てで検出されなかった。 

○S-エチル=2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)チオアセタート（別名：フェノチオール又はMCPAチオエチル）

の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 7 

大気 
（ng/m3） 

18 0/18 0/6 nd 9 

 

 

【参考：S-エチル=2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)チオアセタート（別名：フェノチオール又は MCPA チオエチル）】
 
・用 途 ： 農薬（植物生長調整剤）viii), x) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

平成 14（2002）農薬年度：

平成 15（2003）農薬年度：

） 
平成 16（2004）農薬年度：

） 
平成 17（2005）農薬年度：

平成 18（2006）農薬年度：

製造 2.44kL（20%乳剤）、輸出 9.0t（原体）x) 
製造 0.01kL（20%乳剤）、輸出 9.0t（原体）、7.0t（製剤）x) 
製造 11.2t（原体）、2.074kL（20%乳剤）、輸出 18.0t（原体）、10.0t
（製剤）x) 
製造 45.8t（原体）、0.16kL（20%乳剤）、輸出 8.0t（原体）、1.0t
（製剤）x) 
製造 0.988kL（20%乳剤）、輸出 8.0t（原体）、1.0t（製剤）x) 
製造 1.74kL（20%乳剤）、輸出 6.0t（原体）、1.0t（製剤）x) 

・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 
届出排出量集計値 

年度 
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 

届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - - -
2002 0 0 0 0 0 - -
2003 0 0 0 0 0 - -
2004 - - - - - 334 334
2005 - - - - - 288 288
2006 - - - - - 361 361

・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 15.6%、底質 4.2%、大気 0.6%、土壌 79.6%ix) 
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・急 性 毒 性 等 ： LD50=750mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=790mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=1,000mg/kg 超：ウズラ（経口）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.002mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=0.2mg/kg/日、安全係数 100）1) 

NOAEL=0.2mg/kg/日：12 ヵ月間経口混餌投与したビーグル犬において体重増加抑制、クレア

チニン濃度の増加、尿素及びカリウム濃度の増加、腎の暗調化、腎の尿細管上皮の色素沈着の

増加等。1) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 48h-LC50=4.2mg/L：フタバカゲロウ（Cloeon dipterum）2) 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（35 S-エチル=2-(4-クロロ-2-
メチルフェノキシ)チオアセタート（別名フェノチオール又は MCPA チオエチル）） 

 
 
参考文献 

1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 8 年 6 月 6 日諮問） 
2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 



 64

 

[8] 2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名：アメトリン、

CAS 登録番号：834-12-8） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 11 地点を調査し、検出下限値 3.2ng/L に

おいて 11 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 5.1ng/L までの範囲であった。 

○2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名：アメトリン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 3/33 1/11 nd～5.1 3.2 

 

 

【参考：2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名：アメトリン）】 
 
・用 途 ： 農薬（除草剤）viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 25.8kL（25%乳剤）、輸入 15.0t（原体）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 25.0kL（25%乳剤）、輸入 10.0t（原体）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 8.8kL（25%乳剤）、輸入 15.0t（原体）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 23.0kL（25%乳剤）、輸入 5.0t（原体）x) 

平成 17（2005）農薬年度：不詳 x) 

平成 18（2006）農薬年度：不詳 x) 

化審法監視化学物質届出結果公表値なし（100t 未満） 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(0%)、HPLC

での測定値(1%)）1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：6.3～9.1（40μg/L、4 週間）、5.7～11（4μg/L、4 週間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 11.1%、底質 0.3%、大気 0.01%、土壌 88.7%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=508mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=965mg/kg：マウス（経口）vii) 
LC50=2,200mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii)  

・反復投与毒性等 ： ADI=0.072mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=7.2mg/kg/日、安全係数 100）2) 
NOAEL=7.2mg/kg/日：1 年間経口混餌投与したビーグル犬（雄）において貧血、AST、ALT、
ALP 及び GGT の上昇が見られ、病理組織学的検査において肉芽腫性肝炎、化膿性肝炎、リン

パ球性肝炎、単細胞壊死、色素沈着、空胞変性、胆管増生及び壊死、リンパ組織、精巣、唾液

腺の萎縮等の変化。2) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 96h-LC50=3.2mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）3) 
・規     制 ：  

［化審法］ 
 

法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（811 2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチル

チオ-1,3,5-トリアジン（別名アメトリン）） 
 

［化管法］ 
 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（11 2-エチルアミノ-4-イソプ

ロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名アメトリン）） 
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参考文献 
1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、経

済産業公報（平成 14 年 11 月 28 日）(2002) 
2) 食品安全委員会農薬専門調査会、農薬評価書（アメトリン）（2007 年 7 月）(2007) 
3) EU, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Data Sheet 
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[9] 5-エチル-5-フェニル-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン（別名：フェノバルビタール、CAS
登録番号：50-06-6） 

【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 
 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 15 地点を調査し、検出下限値 4ng/L に

おいて 15 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は 170ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.9ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○5-エチル-5-フェニル-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン（別名：フェノバルビタール）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 27/45 10/15 nd～170 4 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.9 

 

 

【参考：5-エチル-5-フェニル-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン（別名：フェノバルビタール）】 
 
・用 途 ： 医薬品 viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(0%)、TOC(1%)、

HPLC での測定値(0%)）1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：1.1 未満～1.6 未満（0.50mg/L、4 週間）、12 未満～16 未満（0.050mg/L、

4 週間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 33.5%、底質 0.08%、大気 0.00009%、土壌 66.4%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=137mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=150mg/kg：イヌ（経口）vii) 
LD50=162mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=4.1mg/m3超：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）2) 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=31mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 

21d-EC50=89mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
48h-EC50=96mg/L 超：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
96h-LC50=98mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）v) 
72h-NOEC=100mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
72h-EC50=100mg/L 超：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
96h-LC50=484mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）3) 

・規     制 ：  
［化審法］ 
  

法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（812 5-エチル-5-フェニル-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジン

トリオン（別名フェノバルビタール）） 
 

［化管法］ 
 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（13 5-エチル-5-フェニル

-2,4,6(1H,3H,5H)-ピリミジントリオン（別名フェノバルビタール）） 
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参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 3 月 26 日、11 月 8 日）(2002) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 79, 161(2001) 
3) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[10] エチレンイミン（CAS 登録番号：151-56-4） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 6 地点を調査し、検出下限値 4ng/L にお

いて 6 地点全てで検出されなかった。 

○エチレンイミンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/18 0/6 nd 4 

 

 
【参考：エチレンイミン】 
 
・用 途 ： 合成原料（タウリン、ポリエチレンイミン）、農薬原料 vi),  viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 

・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 
届出排出量集計値 

年度 
大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 

届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 0 4 0 0 4 1,293 1,297
2002 0 0 0 0 0 - -
2003 0 0 0 0 0 - -
2004 2,800 0 0 0 2,800 - 2,800
2005 0 0 0 0 0 - 0
2006 0 0 0 0 0 - 0

・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 47.0%、底質 0.09%、大気 4.5%、土壌 48.5%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=15mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=100mg/m3：ラット（吸入 2 時間）vii) 
LC50=400mg/m3：マウス（吸入 2 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）1) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  

［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（41 エチレンイミン）  

［大防法］ 
 

法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 8 年中央環境審議会答

申）（27 エチレンイミン） 
（注） 「大防法」とは「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）をいう。以下同じ。 
 
参考文献 

1) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 71, 337(1999) 
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[11] 4'-エトキシアセトアニリド（別名：フェナセチン、CAS 登録番号：62-44-2） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.6ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○4'-エトキシアセトアニリド（別名：フェナセチン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 0.6 

 

 

【参考：4'-エトキシアセトアニリド（別名：フェナセチン）】 
 
・用 途 ： 医薬品原料 viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 21tvi) 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - - -
2002 - - - - - - -
2003 0 0 0 0 0 - 0
2004 - - - - - - 0
2005 0 1 0 0 1 - 1
2006 0 0 0 0 0 - 0

・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 2 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(8.4%)、
TOC(22.8%)、GC での測定値(100%(参考値))。4-エトキシアニリンを生成した。）1) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：3 未満（0.3mg/L、6 週間）、30 未満（0.03mg/L、6 週間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 31.4%、底質 0.08%、大気 0.002%、土壌 68.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=866mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,650mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=1,690mg/kg：ハムスター（経口）vii) 

LD50=1,870mg/kg：モルモット（経口）vii) 

LC50=33,900mg/m3：マウス（吸入）vii) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2A（ヒトに対しておそらく発がん性を示す。）2) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  

［化審法］  法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（418 4'-エトキシアセトアニリド（別名フェナセチン）） 
［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（52 4'-エトキシアセトアニリ

ド（別名フェナセチン）） 
 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭
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和 53 年 12 月 12 日）(1978) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 24, supplement 

7, 310(1987) 
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[12] 1,2-エポキシブタン（CAS 登録番号：106-88-7） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 1.6ng/L に

おいて 5 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は 4.7ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 16ng/m3に

おいて 3 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は 160ng/m3までの範囲であった。 

○1,2-エポキシブタンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 2/15 2/5 nd～4.7 1.6 

大気 
（ng/m3） 

18 6/9 2/3 nd～160 16 

 

 

【参考：1,2-エポキシブタン】 
 
・用 途 ： 洗浄剤 viii) 
・生産量・輸入量 ： 「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「ブチレ

ンオキシド」としての製造量及び輸入量は 1,000～10,000t 未満とされている。1) 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(109%(揮

発性物質改良型培養瓶を用いた。))、TOC(77%)、GC での測定値(81%)。被験物質は試験液中

で変化し 1,2-ブタンジオール（良分解性）を生成した。）2) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 43.8%、底質 0.09%、大気 17.5%、土壌 38.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=500mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=6,300mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： RfC=0.02mg/m3（根拠：LOAEC=4.8mg/m3、不確実係数 300）2) 

LOAEC=4.8mg/m3（HEC）：2 年間吸入暴露（1 日 6 時間、週 5 日）した B6C3F1 系マウスにお

いて濃度に応じた化膿性炎症、上皮過形成、びらんが上気道にみられた。NOAEC を求めるこ

とはできなかったとされている。3) 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）4) 
・生 態 影 響 ： 14d-LC50=32.97mg/L：グッピー（Poecilia reticulata）5) 

96h-LC50=148mg/L：コイ科の一種（Leuciscus idus）5)  
・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（14 1,2-エポキシブタン） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確

報値）（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（平成
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9 年 12 月 26 日）(1997) 
3) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) (http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 
4) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 71, 629(1999) 
5) EU, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Data Sheet 
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[13] 4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサン（CAS 登録番号：106-87-6） 
【平成 18 年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 16ng/m3に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 16 

 

 

【参考：4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサン】 
 
・用 途 ： 他のエポキシド及びエポキシレジンの希釈剤 2) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(3%)、TOC(4%)、

GC での測定値(100%)。1-(3,4-エポキシシクロヘキシル)-1,2-エタンジオール、4-オキシラニル

-1,2-ジヒドロキシシクロヘキサン及び 1-(3,4-ジヒドロキシシクロヘキシル)-1,2-エタンジオー

ルを生成(合計 67.3～74.6%)した。）1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（分配係数試験（フラスコ振とう法）：0.46～0.49）1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 42.2%、底質 0.08%、大気 1.6%、土壌 56.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,130mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=800mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）2) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（15 4-オキシラニル-1,2-エポ

キシシクロヘキサン） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 11 月 8 日、平成 16 年 11 月 15 日） 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 60, 361(1994) 
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[14] 5-クロロ-N-{2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン

-4-アミン（別名：ピリミジフェン、CAS 登録番号：105779-78-0） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 7 地点を調査し、検出下限値 70ng/L に

おいて 7 地点全てで検出されなかった。 

○5-クロロ-N-{2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン-4-アミン（別

名：ピリミジフェン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/21 0/7 nd 70 

 

 

【参考：5-クロロ-N-{2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン-4-アミン（別名：ピリ

ミジフェン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

） 
平成 14（2002）農薬年度：

平成 15（2003）農薬年度：

平成 16（2004）農薬年度：

平成 17（2005）農薬年度：

平成 18（2006）農薬年度：

） 

製造 1.2t（原体）、8.5kL（4%水和剤）、輸出 1.0t（原体）、5.8t（製

剤）x) 
製造 6.0kL（4%水和剤）、輸出 5.3t（製剤）x) 
製造 3.9kL（4%水和剤）、輸出 8.4t（製剤）x) 
製造 0.5t（原体）、15.6kL（4%水和剤）、輸出 11.7t（製剤）x) 
製造 18.3kL（4%水和剤）、輸出 11.0t（製剤）x) 

製造 1.8t（原体）、5.0kL（4%水和剤）、輸入 1.8t（原体）、輸出 10.9t
（製剤）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 3.2%、底質 10.7%、大気 0.0000007%、土壌 86.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=115mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=229mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=445mg/kg：アヒル（経口）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.0015mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=0.15mg/kg/日、安全係数 100）1) 

NOAEL=0.15mg/kg/日：52 週間強制経口投与したビーグル犬において水様便及び嘔吐の増加等。1)

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 48h-LC50=0.5mg/L 以下：コイ（魚毒性 C 類） 
・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（19 5-クロロ-N-{2-[4-(2-エトキシ

エチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン-4-アミン（別名ピリミジフェン））

 
 
参考文献 

1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 8 年 6 月 6 日諮問） 
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[15] 2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル

（別名：シアナジン、CAS 登録番号：21725-46-2） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 8 地点を調査し、検出下限値 0.4ng/L に

おいて 7 地点中 6 地点で検出され、検出濃度は 2.5ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.4ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル（別名：シアナジ

ン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 16/21 6/7 nd～2.5 0.4 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.4 

 

 

【参考：2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル（別名：シアナジン）】
 
・用 途 ： 農薬（光合成阻害作用の雑草発芽前～生育初期土壌処理用除草剤）vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

） 
平成 14（2002）農薬年度：

） 
平成 15（2003）農薬年度：

） 
平成 16（2004）農薬年度：

平成 17（2005）農薬年度：

平成 18（2006）農薬年度：

製造 17.3t（原体）、9.4kL（50%水和剤）、6.5kL（42%水和剤（フ

ロアブル））、輸入 15.0t（原体）、16.9t（製剤）x) 
製造 8.5t（原体）、5.1kL（50%水和剤）、6.0kL（42%水和剤（フロ

アブル））、輸入 5.0t（原体）、6.0t（製剤）x) 
製造 15.6t（原体）、5.0kL（50%水和剤）、11.0kL（42%水和剤（フ

ロアブル））、輸入 8.5t（原体）、11.0t（製剤）x) 
製造 38.1t（原体）、6.7kL（50%水和剤）、輸入 26.0t（原体）x) 
製造 5.2kL（50%水和剤）、輸入 15.5t（原体）x) 
製造 12.9t（原体）、3.6kL（50%水和剤）、輸入 3.3t（原体）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 17.8%、底質 0.1%、大気 0.00001%、土壌 82.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=380mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=400mg/kg：ウズラ（経口）vii) 
LD50=750mg/kg：ニワトリ（経口）vii) 

LC50=906mg/m3：ラット（吸入）vii) 
LC50=960mg/m3超：ラット（吸入 4 時間）vii) 
LC50=2,470mg/m3：マウス（吸入 4 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.0015mg/kg/日以下 viii) 
NOAEL=0.15mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
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・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 超：ミジンコ（魚毒性 A 類） 
10d-NOEC=0.9mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）有意な体重増加抑制 1) 
96h-LC50=2mg/L：ヨコエビ属の一種（Gammarus fasciatus）1) 
10d-LC50=2.8mg/L：ヌマエビ属の一種（Paratya australiensis）1) 
7d-LC50=3.5mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）1) 
96h-LC50=4mg/L：サケ目の一種（Galaxias maculatus）1) 
96h-LC50=4mg/L：スズキ目の一種（Pseudaphritis urvillii）1) 
48h-LC50=10mg/L 超：コイ（魚毒性 A 類） 
96h-LC50=10.4mg/L：チャネルキャットフィッシュ（Ictalurus punctatus）1) 
96h-LC50=16.3mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）1) 
48h-LC50=18mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）1) 
96h-LC50=18mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）1) 
96h-LC50=20mg/L：バージニアガキ（Crassostrea virginica）1) 
96h-LC50=24.6mg/L：レインボーフィッシュの一種（Melanotaenia fluviatilis）1) 
48h-EC50=42mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1) 
48h-LC50=56mg/L：グラスシュリンプ（テナガエビ科の一種）（Palaemonetes pugio）1) 

・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（18 2-(4-クロロ-6-エチルアミ

ノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル（別名シアナジン）） 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[16] クロロトリフルオロメタン（別名：CFC-13、CAS 登録番号：75-72-9） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 3ng/L にお

いて 5 地点全てで検出されなかった。 

○クロロトリフルオロメタン（別名：CFC-13）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 3 

 

 

【参考：クロロトリフルオロメタン（別名：CFC-13）】 
 
・用 途 ： 冷媒（超低温冷却装置等）、消火剤 vi) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 0 0 0 0 0 - 0
2002 0 0 0 0 0 - -
2003 0 0 0 0 0 - -
2004 - - - - - - 0
2005 - - - - - - 0
2006 0 0 0 0 0 - 0

・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 47.3%、底質 0.1%、大気 52.1%、土壌 0.4%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（88 クロロトリフルオロメタ

ン（別名 CFC-13）） 
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[17] O-6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジニル=S-n-オクチル=チオカルボナート（別名：ピリデート、

CAS 登録番号：55512-33-9） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 4ng/L にお

いて 5 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.20ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○O-6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジニル=S-n-オクチル=チオカルボナート（別名：ピリデート）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 4 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.20 

 

 

【参考：O-6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジニル=S-n-オクチル=チオカルボナート（別名：ピリデート）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 4.3%、底質 41.9%、大気 0.003%、土壌 53.8%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,500mg/kg：ウズラ（経口）vii) 

LD50=1,970mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=10,000mg/kg：アヒル（経口）vii) 
LD50=10,000mg/kg：マウス（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.16mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=16mg/kg/日、安全係数 100）1) 
NOAEL=16mg/kg/日：121 週間経口混餌投与された Wistar 系ラットにおいて摂餌量の低下、体

重増加抑制等。発がん性は認められない。1) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 96h-LC50=1.2mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）2) 

96h-LC50=61.1mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）2) 
96h-LC50=140mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）2) 

・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（21 O-6-クロロ-3-フェニル-4-

ピリダジニル=S-ノルマル-オクチル=チオカルボナート（別名ピリデート）） 
 
 
参考文献 

1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 6 年 12 月 21 日及び平成 7 年 10 月 6



 79

日諮問） 
2) EU, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Data Sheet  
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[18] 2-クロロプロピオン酸（CAS 登録番号：598-78-7） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 6ng/L にお

いて 5 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.4ng/m3

において 5 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 1.4ng/m3までの範囲であった。 

○2-クロロプロピオン酸の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 6 

大気 
（ng/m3） 

18 12/15 4/5 nd～1.4 0.4 

 

 

【参考：2-クロロプロピオン酸】 
 
・用 途 ： 合成原料（医薬品、農薬）vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 400tvi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 400tvi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 400tvi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 400tvi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 400tvi) 
平成 18 年（2006 年）：不詳 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(83%、91%、

56%)、TOC(96%、99%、66%)、HPLC での測定値(100%、100%、65%)）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 39.6%、底質 0.08%、大気 3.3%、土壌 57.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=400mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=800mg/kg：ラット（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 96h-LC50=68.1mg/L：コイ科の一種（Leuciscus idus）2) 

96h-LC50=127mg/L 超：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）2) 
・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（23 2-クロロプロピオン酸）

 
 
参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 13 年 5 月 10 日）(2001) 
2) EU, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Data Sheet 
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[19] 1-クロロ-2-メチルプロペン（CAS 登録番号：513-37-1） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・底質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とさ

れていないが一定の有害性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、5 地点を調査し、検出下限値 1.4ng/L において 5 地点全てで検出されなかった。昭和 55

年度には 12 地点を調査し、検出下限値 1,000～20,000ng/L において 12 地点全てで検出されなかった。 

底質については、5 地点を調査し、検出下限値 0.13ng/g-dry において 5 地点全てで検出されなかった。昭

和 55 年度には 12 地点を調査し、検出下限値 0.1～100ng/g-dry において 12 地点全てで検出されなかった。 

○1-クロロ-2-メチルプロペンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S55 0/36 0/12 nd 1,000～20,000水質 
（ng/L） 18 0/15 0/5 nd 1.4 

S55 0/36 0/12 nd 0.1～100 底質 
（ng/g-dry） 18 0/15 0/5 nd 0.13 

 

 

【参考：1-クロロ-2-メチルプロペン】 
 
・用 途 ： 不詳 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 80.9%、底質 0.6%、大気 12.4%、土壌 6.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=150mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=4,465mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=400mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
LC50=181,000mg/m3：マウス（吸入）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）1) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
 
 
参考文献 

1) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 63, 315(1995) 
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[20] α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカル

ボキシラート（別名：シクロプロトリン、CAS 登録番号：63935-38-6） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 6ng/L にお

いて 5 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 120ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 23ng/m3に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート

（別名：シクロプロトリン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 3/14 1/5 nd～120 6 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 23 

 

 

【参考：α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート（別名：

シクロプロトリン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 11.2t（2%粒剤）、104.7t（5%粒剤）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 45.5t（2%粒剤）、126.2t（5%粒剤）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 13.3t（原体）、43.0t（2%粒剤）、149.9t（5%粒剤）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 19.8t（原体）、46.2t（2%粒剤）、148.8t（5%粒剤）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 26.9t（2%粒剤）、139.9t（5%粒剤）x) 
平成 18（2006）農薬年度：製造 13.3t（原体）、29.6t（2%粒剤）、97.8t（5%粒剤）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 0.9%、底質 54.9%、大気 0.02%、土壌 44.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,000mg/kg 超：ニワトリ（経口）vii) 

LD50=5,000mg/kg 超：ウズラ（経口）vii) 

LD50=5,000mg/kg 超：マウス（経口）vii) 

LD50=5,000mg/kg 超：ラット（経口）vii) 
LC50=1,500mg/m3：ラット（吸入）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.0033mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=0.33mg/kg/日、安全係数 100）viii) 
NOAEL=0.33mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 以下：ミジンコ（魚毒性 B 類） 

48h-LC50=0.5mg/L 超 10mg/L 以下：コイ（魚毒性 B 類） 
48h-LC50=100mg/L 超：ウナギ（Anguilla japonica）1) 



 83

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（24 アルファ-シアノ-3-フェ

ノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート（別名

シクロプロトリン）） 
 ［農取法］  法第 3 条第 1 項第 7 号、水質汚濁に係る農薬登録保留基準（0.08mg/L） 
（注） 「農取法」とは「農薬取締法」（昭和 23 年法律第 82 号）をいう。以下同じ。 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[21] [1α(S*),3α]-(±)-シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロエテニル)-2,2-ジメチル

シクロプロパンカルボキシラート（別名：α-シペルメトリン、CAS 登録番号：67375-30-8） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 11 地点を調査し、検出下限値 10ng/L に

おいて 10 地点中 10 地点全てで検出されなかった。 

○[1α(S*),3α]-(±)-シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロエテニル)-2,2-ジメチルシクロプロパ

ンカルボキシラート（別名：α-シペルメトリン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/30 0/10 nd 10 

 

・環境省の他の調査結果 

内分泌攪乱化学物質 環境実態調査 iii) 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

10 第1回 0/249 0/249 nd 50 
10 第2回 0/249 0/249 nd 50 

水質 
（ng/L） 

10 第3回 0/249 0/249 nd 50 
 

 

【参考：[1α(S*),3α]-(±)-シアノ(3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロエテニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボ

キシラート（別名：α-シペルメトリン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

） 
平成 14（2002）農薬年度：

） 
平成 15（2003）農薬年度：

平成 16（2004）農薬年度：

） 
平成 17（2005）農薬年度：

平成 18（2006）農薬年度：

製造 45.0kL（6%水和剤）、8.0kL（9%水和剤）、75.7kL（6%乳剤）、

輸入 0.5t（製剤）x) 
製造 21.0t（原体）、53.1kL（6%水和剤）、5.3kL（9%水和剤）、78.5kL
（6%乳剤）x) 
製造 47.9kL（6%水和剤）、3.0kL（9%水和剤）、79.6kL（6%乳剤）x) 
製造 30.0t（原体）、65.7kL（6%水和剤）、4.2kL（9%水和剤）、90.3kL
（6%乳剤）x) 
製造 52.9kL（6%水和剤）、4.2kL（9%水和剤）、89.2kL（6%乳剤）x) 
製造 55.2kL（6%水和剤）、12.5kL（9%水和剤）、81.4kL（6%乳剤）x)

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 1.4%、底質 48.0%、大気 0.04%、土壌 50.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=798mg/kg（50%水溶液）：マウス（経口）3) 

LD50=5,000mg/kg 超（50%水溶液）：ラット（経口）3) 

LC50=1,900mg/m3超：ラット（吸入 4 時間）vii) 
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・反復投与毒性等 ： ADI=0.05mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=5mg/kg/日、安全係数 100）viii) 
NOEL=1.5mg/kg/日：52 週間経口投与したイヌにおいて皮膚の発赤、脱毛。viii), 1) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 96h-LC50=0.00342mg/L：ナイルティラピア（Tilapia nilotica）2) 

48h-LC50=0.5mg/L 以下：コイ（魚毒性 C 類） 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（25 (S)-アルファ-シアノ-3-フェ

ノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチル-シス-シクロプロパンカルボキシラート（別

名アルファ-シペルメトリン）） 
 
 
参考文献 

1) Dean and Jackson, 52-week oral(dietary) toxicity study in dogs (IRI Project 
No.652238)(Unpublished report)(1995)(cited in JECFA, Toxicological evaluation of certain 
veterinary drug residues in food, WHO Food Additives Series, 38 (1996)) 

2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
3) IPCS, Environmental Health Criteria, 142, Alpha Cypermethrin(1992) 
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[22] シクロヘキサノン（CAS 登録番号：108-94-1） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・底質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とさ

れていないが一定の有害性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、5 地点を調査し、検出下限値 400ng/L において 5 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は

500ng/L までの範囲であった。昭和 55 年度には 8 地点を調査し、検出下限値 4,000～50,000ng/L において 8

地点全てで検出されなかった。 

底質については、5 地点を調査し、検出下限値 13ng/g-dry において 5 地点全てで検出されなかった。昭和

55 年度には 8 地点を調査し、検出下限値 200～1,000ng/g-dry において 8 地点全てで検出されなかった。 

○シクロヘキサノンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S55 0/24 0/8 nd 4,000～50,000水質 
（ng/L） 18 1/15 1/5 nd～500 400 

S55 0/24 0/8 nd 200～1,000 底質 
（ng/g-dry） 18 0/15 0/5 nd 13 

 

 

【参考：シクロヘキサノン】 
 
・用 途 ： カプロラクタム、アジピン酸及びナイロンの製造原料、高沸点溶剤（硝化綿、セルロイド、セル

ロースエステル、塩基性染料、脂肪、ワックス、ゴム、樹脂ラッカー、合成樹脂等）、ペンキ及

びワニスのはく離剤、染色の安定剤、ケトン樹脂 vi)。 
・生産量・輸入量 ： 「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「シクロヘキ

サノン」としての製造量及び輸入量は 100,000～1,000,000t 未満とされている。1) 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 2 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(87.4%)、

TOC(91.3%)、GC での測定値(100%)）2) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 44.3%、底質 0.09%、大気 4.0%、土壌 51.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,400mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,800mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=8,000mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： RfD=5mg/kg/日（根拠：NOAEL=462mg/kg/日、不確実係数 100）3) 

NOAEL=462mg/kg/日：2 年間飲水に溶かし経口投与した F344 系ラットにおいて体重増加抑制。3)

LOAEL=910mg/kg/日：2 年間飲水に溶かし経口投与した F344 系ラットにおいて体重増加抑制。3) 

・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 3（ヒトに対する発がん性について分類できない。）4) 
・生 態 影 響 ： 7d-NOEC=26mg/L：藍藻類（Microcystis sp.)生長阻害 5) 

96h-LC50=527mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）5) 

96h-LC50=563mg/L：コイ科の一種（Leuciscus idus melanotus）5) 
24h-LC50=800mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）5) 

・規     制 ：  
 ［大防法］ 

 
法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 8 年中央環境審議会答申）

（72 シクロヘキサノン） 
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参考文献 
1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確

報値）（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

50 年 8 月 27 日）(1975) 
3) Lijinsky et al., A chronic toxicity study of cyclohexanone in rats and mice, Journal of the National 

Cancer Institute, 77(4), 941-949(1986) (cited in U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) 
(http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm)) 

4) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 71, 1359(1999) 
5) OECD SIDS Initial Assessment Report 
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[23] 1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素（別名：テフル

ベンズロン、CAS 登録番号：83121-18-0） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 6 地点を調査し、検出下限値 11ng/L に

おいて 6 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.20ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素（別名：テフルベンズロン）の

検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/18 0/6 nd 11 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.20 

 

 

【参考：1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素（別名：テフルベンズロン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）、昆虫成育制御剤（IGR 剤）vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

） 
平成 14（2002）農薬年度：

平成 15（2003）農薬年度：

） 
平成 16（2004）農薬年度：

平成 17（2005）農薬年度：

平成 18（2006）農薬年度：

製造 4.2t（原体）、72.5kL（5%乳剤）、1.0kL（10%乳剤）、輸入

4.2t（原体）x) 
製造 3.6t（原体）、70.3kL（5%乳剤）、輸入 4.0t（原体）x) 
製造 2.4t（原体）、77.3kL（5%乳剤）、1.0kL（10%乳剤）輸入 2.7t
（原体）x) 
製造 3.4t（原体）、50.0kL（5%乳剤）、輸入 3.4t（原体）x) 
製造 77.5kL（5%乳剤）、輸入 2.5t（原体）x) 
製造 64.0kL（5%乳剤）、1.0kL（10%乳剤）、輸入 3.4t（原体）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 3.7%、底質 6.5%、大気 0.02%、土壌 89.8%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=5,000mg/kg 超：マウス（経口）vii) 

LD50=5,000mg/kg 超：ラット（経口）vii) 

LC50=5,038mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.01mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=約 2.1mg/kg/日、安全係数 200）1) 

NOAEL=約 2.1mg/kg/日：78 週間（発がん性試験）経口混餌投与した NMRT 系マウスにおいて、

体重増加抑制、AST 及び ALT 活性の増加、肝細胞肥大、肝の単細胞壊死、食細胞巣の増加等。

2.1mg/kg/日投与群の雄で肝細胞肥大、雌で肝の単細胞壊死の軽度増加がみられたが、それらの

程度、背景データとの関係等から、無毒性量は 2.1mg/kg/日に極めて近いものと考えられたと

されている。1) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
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・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 以下：ミジンコ（魚毒性 B 類） 
48h-LC50=0.5mg/L 超 10mg/L 以下：コイ（魚毒性 B 類） 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（26 1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフ

ルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素（別名テフルベンズロン）） 
 
 
参考文献 

1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 9 年 9 月 4 日諮問）(1998) 
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[24] 2,4'-ジクロロ-α-(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール（別名：フェナリモル、CAS
登録番号：60168-88-9） 

【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 
 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 1.8ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 2.2ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○2,4'-ジクロロ-α-(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール（別名：フェナリモル）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 1.8 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 2.2 

 

 

【参考：2,4'-ジクロロ-α-(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール（別名：フェナリモル）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺菌剤）viii), x)、EBI 剤（病原菌のエルゴステロール合成阻害剤）vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

） 
平成 14（2002）農薬年度：

平成 15（2003）農薬年度：

平成 16（2004）農薬年度：

平成 17（2005）農薬年度：

平成 18（2006）農薬年度：

製造 10.9kL（12%水和剤）、1.3t（1%くん煙剤）、輸入 4.3t（原体）、

輸出 4.2t（製剤）x) 
製造 12.1kL（12%水和剤）、1.3t（1%くん煙剤）x) 
製造 7.1kL（12%水和剤）、2.1t（1%くん煙剤）、輸入 2.9t（原体）x)

製造 6.9kL（12%水和剤）、1.2t（1%くん煙剤）、輸入 2.8t（原体）x)

製造 5.9kL（12%水和剤）、輸入 1.5t（原体）x) 
製造 5.3kL（12%水和剤）、輸入 2.1t（原体）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 10.2%、底質 1.1%、大気 0.2%、土壌 88.4%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,500mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=4,500mg/kg：マウス（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.01mg/kg/日以下 viii) 
NOAEL=1mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 以下：ミジンコ（魚毒性 B 類） 

48h-LC50=0.5mg/L 超 10mg/L 以下：コイ（魚毒性 B 類） 
96h-LC50=0.9mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）1) 
96h-LC50=2.1mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）1) 
48h-EC50=6.8mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1) 
48h-LC50=10mg/L：コイ（Cyprius carpio）1) 
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・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（28 2,4'-ジクロロ-アルファ-(5-
ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール（別名フェナリモル）） 

 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[25] 2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール（別名：ヘキサコ

ナゾール、CAS 登録番号：79983-71-4） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 6 地点を調査し、検出下限値 6ng/L にお

いて 6 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 1.6ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール（別名：ヘキサコナゾール）の

検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/18 0/6 nd 6 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 1.6 

 

 

【参考：2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール（別名：ヘキサコナゾール）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺菌剤）viii)、EBI 剤（糸状菌のエルゴステロール合成阻害剤）vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 164.5kL（2%水和剤（フロアブル））、輸入 3.4t（原体）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 162.9kL（2%水和剤（フロアブル））、輸入 4.4t（原体）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 169.4kL（2%水和剤（フロアブル））、輸入 9.5t（原体）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 177.5kL（2%水和剤（フロアブル））、輸入 6.0t（原体）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 142.4kL（2%水和剤（フロアブル））、輸入 9.0t（原体）x) 
平成 18（2006）農薬年度：製造 81.6kL（2%水和剤（フロアブル））、輸入 5.0t（原体）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 9.0%、底質 2.1%、大気 0.03%、土壌 88.9%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,189mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=4,000mg/kg 超：アヒル（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.0047mg/kg/日以下 1) 
NOAEL=0.47mg/kg/日 1) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 以下：ミジンコ（魚毒性 B 類） 

48h-LC50=0.5mg/L 超 10mg/L 以下：コイ（魚毒性 B 類） 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（29 2-(2,4-ジクロロフェニ

ル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール（別名ヘキサコナゾール）） 
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参考文献 
1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 10 年 8 月 21 日諮問）(1999) 
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[26] ジクロロブロモメタン（CAS 登録番号：75-27-4） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・底質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とさ

れていないが一定の有害性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、5 地点を調査し、検出下限値 4ng/L において 5 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は

12ng/L までの範囲であった。昭和 56 年度には 5 地点を調査し、検出下限値 10ng/L において 5 地点中 1 地

点で検出され、検出濃度は 10ng/L までの範囲であった。 

底質については、5 地点を調査し、検出下限値 0.6ng/g-dry において 5 地点全てで検出されなかった。昭

和 56 年度には 5 地点を調査し、検出下限値 0.06ng/g-dry において 5 地点全てで検出されなかった。 

○ジクロロブロモメタンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S56 1/15 1/5 nd～10 10 水質 
（ng/L） 18 7/15 3/5 nd～12 4 

S56 0/15 0/5 nd 0.06 底質 
（ng/g-dry） 18 0/15 0/5 nd 0.6 

 

 

【参考：ジクロロブロモメタン】 
 
・用 途 ： 不詳 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 40.3%、底質 0.2%、大気 37.9%、土壌 21.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=430mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=450mg/kg：マウス（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： RfD=0.02mg/kg/日（根拠：LOAEL=17.9mg/kg/日、不確実係数 1,000）1) 
LOAEL=17.9mg/kg/日：102 週間（週 5 日）コーン油に溶かし強制経口投与した B6C3F1 系マ

ウス（雄）において、腎巨細胞腫等。1) 
飲料水ユニットリスク=1.8×10-6/(μg/L)（生涯剰余発がんリスク 100 万分の 1 に対応する飲料

水中濃度=0.0006mg/L）（根拠：発がん性試験においてコーン油に溶かし強制経口投与した

B6C3F1 系マウスにおいて腎臓に管状腺腫及び管状腺がん。線形マルチステージモデルにより

外挿。）1) 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）2) 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=0.78mg/L：メダカ（Oryzias latipes）生残 v) 

21d-NOEC=0.79mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-NOEC=0.80mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
21d-EC50=1.9mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-EC50=6.4mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
21d-LC50=8.6mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
14d-LC50=11mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
72h-EC50=12mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
96h-LC50=28mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
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48h-EC50=29mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
24h-EC50=240mg/L：テトラヒメナ属の一種（Tetrahymena pyriformis）生長阻害 3) 

・規     制 ：  
 ［大防法］ 

 
法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 8 年中央環境審議会

答申）（86 ジクロロブロモメタン） 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) (http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 71, 1295(1999) 
3) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 

 



 96

 

[27] 2,4-ジニトロ-6-オクチルフェニル=クロトナート及び 2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=ク
ロトナートの混合物（オクチル基が 1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は 1-プロピ

ルペンチル基であるものの混合物に限る。）（別名：ジノカップ又は DPC、CAS 登録番号：

131-72-6） 
【平成 18 年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.19ng/m3

において 5 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 0.29ng/m3までの範囲であった。 

○2,4-ジニトロ-6-オクチルフェニル=クロトナート及び2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=クロトナートの混

合物（オクチル基が1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は1-プロピルペンチル基であるものの混

合物に限る。）（別名：ジノカップ又はDPC）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

18 3/15 1/5 nd～0.29 0.19 

 

 

【参考：2,4-ジニトロ-6-オクチルフェニル=クロトナート及び 2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=クロトナートの混合物

（オクチル基が 1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は 1-プロピルペンチル基であるものの混合物に限

る。）（別名：ジノカップ又は DPC）】 
 
・用 途 ： 殺菌剤 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(3%)、HPLC

での測定値(1%)）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 3.8%、底質 53.7%、大気 0.06%、土壌 42.5%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=49.5mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=100mg/kg：イヌ（経口）vii) 
LD50=766mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=360mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.001mg/kg/日以下 viii) 

NOAEL=0.1mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（33 2,4-ジニトロ-6-オクチル

フェニル=クロトナート及び 2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=クロトナートの混合物（オクチ

ル基が 1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は 1-プロピルペンチル基であるものの混合

物に限る。）（別名ジノカップ又は DPC）） 
 
 
参考文献 
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1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、経

済産業公報（平成 14 年 11 月 8 日）(2002) 
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[28] ジビニルベンゼン（CAS 登録番号：1321-74-0） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 2ng/L にお

いて 5 地点全てで検出されなかった。 

○ジビニルベンゼンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 2 

 

 

【参考：ジビニルベンゼン】 
 
・用 途 ： 合成原料（イオン交換樹脂、合成ゴム、イオン交換膜、ABS 樹脂、不飽和ポリエステル樹脂）、

架橋剤（MBS 樹脂等スチレン系樹脂、木質）、難燃剤 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）製造：3,000t（推定）vi) 

平成 14 年（2002 年）製造：3,000t（推定）vi) 
平成 15 年（2003 年）製造：3,000t（推定）vi) 
平成 16 年（2004 年）製造：3,000tvi) 
平成 17 年（2005 年）製造：3,000tvi) 
平成 18 年（2006 年）製造：3,000tvi) 
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「ジビニ

ルベンゼン」としての製造量及び輸入量は 1,000～10,000t 未満とされている。1) 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(0%(揮発

性物質改良型培養瓶を用いた。))、GC での測定値（m-体 1%、p-体 3%））2) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF（m-体及び p-体に相当する 2 ピークに係る値）：m-体 219～415、p-体 206

～402（25µg/L、6 週間）、m-体 264～433、p-体 229～385（2.5µg/L、6 週間））2) 
・媒体別分配予測 ： 水質 17.0%、底質 1.4%、大気 0.5%、土壌 81.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,000mg/kg 超：ラット（経口）2) 

・反復投与毒性等 ： NOEL=30mg/kg/日：49 日間強制経口投与（反復経口投与毒性・生殖発生毒性併合試験）した

SD 系ラット（雄）において肝臓の相対重量の高値。3) 

NOEL=30mg/kg/日：交配開始の 14 日前から哺育 3 日目まで強制経口投与（反復経口投与毒性・

生殖発生毒性併合試験）した SD 系ラット（雌）から出生し、哺育 4 日目に剖検した新生仔に

おいて体重の低値。3) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=0.35mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 

14d-NOEC=0.46mg/L：メダカ（Oryzias latipes）生残 v) 
21d-EC50=0.72mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-NOEC=0.91mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
14d-LC50=1.8mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
72h-EC50=1.8mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
48h-EC50=1.9mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
96h-LC50=4.2mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
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・規     制 ：  
［化審法］  法第 2 条第 6 項、第三種監視化学物質（62 ジビニルベンゼン）  
［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（37 ジビニルベンゼン） 

 
 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確報値）

（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

63 年 12 月 28 日）(1988) 
3) 厚生省生活衛生局企画課生活化学安全対策室、化学物質毒性試験報告 vol.6（化学物質点検

推進連絡協議会発行）(1998) 
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[29] 5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン（別名：フェニトイン、CAS 登録番号：57-41-0） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 12 地点を調査し、検出下限値 2.2ng/L に

おいて 11 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は 11ng/L までの範囲であった。 

○5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン（別名：フェニトイン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 9/33 3/11 nd～11 2.2 

 

 

【参考：5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン（別名：フェニトイン）】 
 
・用 途 ： 医薬品 viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 8t、輸入 257t、輸出 396tvi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 3t、輸入 326t、輸出 4,130tvi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 6t、輸入 410t、輸出 3,499tvi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 3t、輸入 440t、輸出 3,497tvi) 
平成 17 年（2005 年）：輸入 457t、輸出 2,687tvi) 
平成 18 年（2006 年）：輸入 479t、輸出 702tvi) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(1%)、HPLC

での測定値(2%)）1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：1.2～2.4（0.1mg/L、4 週間）、4.9 未満～5.0 未満（0.01mg/L、4 週間））1)

・媒体別分配予測 ： 水質 16.7%、底質 0.1%、大気 0.05%、土壌 83.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,635mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=3,000mg/kg 超：ウサギ（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）2) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  

［化審法］  法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（815 5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン）  
［化管法］ 
  

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（38 5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾ

リジンジオン） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 3 月 26 日、11 月 8 日）(2002) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 66, 175(1996) 
3) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[30] 2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール（CAS 登録番号：102-81-8） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 25ng/L に

おいて 5 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 76ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 18ng/m3に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 2/15 1/5 nd～76 25 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 18 

 

 

【参考：2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール】 
 
・用 途 ： 触媒（ポリウレタン合成）、その他（繊維助剤、乳化剤）vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 110 420 0 0 530 6,628 7,158
2002 0 0 0 0 0 - -
2003 24 0 0 0 24 - 24
2004 33 0 0 0 33 - 33
2005 215 0 0 0 215 - 215
2006 7 0 0 0 7 - 7

・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(1%)、TOC(0%)、
GC での測定値(3%)）1) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：4 未満～5 未満（0.2mg/L、4 週間）、32 未満～39 未満（0.02mg/L、4 週

間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 26.6%、底質 0.09%、大気 0.2%、土壌 73.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,070mg/kg：ラット（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： NOEL=25mg/kg/日：28 日間強制経口投与（28 日間反復投与毒性試験（回復 14 日間））した

SD 系ラットにおいて、投与後断続的にケージ内を舐める動作及び咀嚼様動作、間代性痙攣、

攣縮、振戦、異常発声及び蒼白、喘ぎ呼吸、呼吸数減少、活動性低下、眼球突出、腹臥位姿勢

及び流涎、徐脈、紅涙、軽度の立毛、痙攣後の撤去反射の低下又は消失、探索行動の低下等。

自発運動量測定において位置移動回数増加。血液生化学検査で塩素濃度低下、雄でナトリウム

濃度低下、雌で総コレステロール濃度及びブドウ糖濃度の上昇並びにコリンエステラーゼ活性

低下の傾向。病理組織学的検査で肝臓重量の増加、一部個体に軽微な小葉中心性の肝細胞肥大、

雄で腎重量の増加及び雌雄で集合管上皮細胞の空胞化、雌で副腎重量の増加及び一部個体で束
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状帯の肥大。（その他省略）2) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 72h-NOEC=3.2mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 

21d-NOEC=4.4mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
21d-EC50=9.0mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-EC50=21mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
96h-LC50=29mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
48h-EC50=110mg/L 超：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 

・規     制 ：  
［化審法］  法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（796 2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール）  
［化管法］ 
  

法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（160 2-(ジ-ノルマル-ブチルア

ミノ)エタノール） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 3 月 26 日、11 月 8 日）(2002) 
2) 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室、化学物質毒性試験報告 vol.12（化学物

質点検推進連絡協議会発行）(2005) 
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[31] ジブロモテトラフルオロエタン（別名：ハロン-2402、CAS 登録番号：124-73-2） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満である※ので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

※要望当時 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 10ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○ジブロモテトラフルオロエタン（別名：ハロン-2402）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 10 

 

 

【参考：ジブロモテトラフルオロエタン（別名：ハロン-2402）】 
 
・用 途 ： フロンガス viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - 0 0
2002 0 0 0 0 0 - -
2003 - - - - - 1,000 1,000
2004 - - - - - - 0
2005 0 0 0 0 0 0 0
2006 2,000 0 0 0 2,000 300 2,300

・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(0%)、GC
での測定値(5%)）1) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：16～53（0.1mg/L、6 週間）、5.0 未満～26（0.01mg/L、6 週間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 45.7%、底質 1.0%、大気 50.2%、土壌 3.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LC50=300,000mg/m3：マウス（吸入 2 時間）vii), 2) 

LC50=869,000mg/m3：ラット（吸入 2 時間）2) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（162 ジブロモテトラフルオ

ロエタン（別名ハロン-2402）） 
 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（平成

4 年 12 月 24 日）(1992) 
2) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 
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[32] 1,4-ジブロモブタン（CAS 登録番号：110-52-1） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 1.5ng/L に

おいて 5 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 4.0ng/L までの範囲であった。 

○1,4-ジブロモブタンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 1/15 1/5 nd～4.0 1.5 

 

 

【参考：1,4-ジブロモブタン】 
 
・用 途 ： 医薬中間体 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 30t（推定）vi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 30t（推定）vi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 30t（推定）vi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 30t（推定）vi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 30t（推定）vi) 
平成 18 年（2006 年）：製造 30t（推定）vi) 
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「α-,ω-
ジブロモアルカン（C=2～4）」としての製造量及び輸入量は 1,000～10,000t 未満とされてい

る。1) 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（逆転法（試験期間 4 週間、被験物質 30mg/L、活性汚泥 100mg/L）：BOD(36%、16%、

0(負の値)%（揮発性物質改良型培養瓶を用いた。）)、HPLC での測定値(86%)。テトラヒドロ

フラン（良分解性）を 13～14%、臭化物イオンを 80～87%生成した。テトラヒドロフランの

一部は分解した。）2) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（分配係数試験（フラスコ振とう法）：2.7～2.75）2) 
・媒体別分配予測 ： 水質 19.5%、底質 0.3%、大気 7.9%、土壌 72.3%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： 不詳 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（39 1,4-ジブロモブタン） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確

報値）（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 16 年 11 月 15 日）(2004) 
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[33] 1,3-ジブロモプロパン（CAS 登録番号：109-64-8） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.6ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○1,3-ジブロモプロパンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 0.6 

 

 

【参考：1,3-ジブロモプロパン】 
 
・用 途 ： 中間体 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 5t（推定）vi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 5t（推定）vi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 5t（推定）vi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 5t（推定）vi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 5t（推定）vi) 
平成 18 年（2006 年）：製造 5t（推定）vi) 
「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「α-,ω-
ジブロモアルカン（C=2～4）」としての製造量及び輸入量は 1,000～10,000t 未満とされてい

る。1) 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(48%)、

HPLC での測定値(39%)。3-ブロモ-1-プロパノール、1,3-プロパンジオール及び臭化物イオン

を生成し、3-ブロモ-1-プロパノール及び 1,3-プロパンジオールは分解した。）1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（分配係数試験（フラスコ振とう法）：2.36～2.39）1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 27.5%、底質 0.2%、大気 20.5%、土壌 51.9%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=671mg/kg（498～903mg/kg）：Crj:CD(SD)IGS 系ラット（雌）（経口）2) 

LD50=734mg/kg（592～911mg/kg）：Crj:CD(SD)IGS 系ラット（雄）（経口）2) 
・反復投与毒性等 ： NOEL=10mg/kg/日：28 日間強制経口投与（28 日間反復経口投与毒性試験）した Crj:CD(SD)IGS

系ラットにおいて、体重増加抑制、血液学検査では雌で赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマト

クリット値及びリンパ球分画比率の減少並びに網赤血球率及び分節核好中球比率の増加。血

液生化学検査では総たん白質の増加のほか ASAT、ALAT 及びγ-GTP 活性、アルブミン、総

コレステロール、リン脂質、総ビリルビン，塩素及びカルシウムの増加が雌雄に、LDH 活性、

A/G 比及びトリグリセライドの増加とカリウムの減少が雌にみられた。尿検査では雄で尿た

ん白質の増加、雌で尿量の増加と尿浸透圧の減少がみられた。病理学検査では、肝臓、腎臓

及び胸腺に変化がみられ、肝臓の肉眼的大型化、重量増加、小葉中心性の肝細胞肥大、小葉

辺縁部肝細胞における空胞減少、腎臓重量の増加並びに胸腺重量の減少。3) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=0.41mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 

21d-EC50=1.8mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
96h-LC50=7.8mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
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48h-EC50=8.8mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
72h-NOEC=9.8mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
72h-EC50=46mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 

・規     制 ：  
［化審法］  法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（816 1,3-ジブロモプロパン）  
［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（40 1,3-ジブロモプロパン）

 
 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確報値）

（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 15 年 1 月 17 日）(2003) 
3) 厚生労働省医薬局審査管理課化学物質安全対策室、化学物質毒性試験報告 vol.10（化学物質

点検推進連絡協議会発行）(2003) 
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[34] タリウム及びその化合物（タリウムとして）（CAS 登録番号：7440-28-0 等） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、近年実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっ

ては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、6 地点を調査し、検出下限値 1.7ng/L において 4 地点中 4 地点全てで検出され、検出範

囲は 3.0～16ng/L であった。昭和 50 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 40,000～2,000,000ng/L におい

て 20 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は 3,000,000ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.002ng/m3

において 5 地点全てで検出され、検出範囲は 0.024～0.21ng/m3であった。 

○タリウム及びその化合物（タリウムとして）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S50 28/100 10/20 nd～3,000,000 40,000～2,000,000 水質 
（ng/L） 18 12/12 4/4 3.0～16 1.7 
大気 

（ng/m3） 
18 15/15 5/5 0.024～0.21 0.002 

 

 

【参考：タリウム及びその化合物（タリウムとして）】 
 
・用 途 ： 不詳 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 60.2%、底質 0.1%、大気 34.2%、土壌 5.5%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=32mg/kg（酢酸タリウム（タリウムとして））：ラット（経口）1) 

LDL0=54～110mg/kg（硝酸タリウム（タリウムとして））：ヒト（経口）意図的な摂取により

9 日後に死亡。中枢・末梢神経の変性がみられた。1) 
・反復投与毒性等 ： NOAEL=0.2mg/kg/日（硫酸タリウム（タリウムとして））：90 日間 1 日 1 回強制経口投与し

たラットにおいて、肝臓、腎臓、心臓、胃、呼吸器及び神経への影響なし（電子顕微鏡での鏡

検なし）。1) 
LOAEL=1.4mg/kg/日（硫酸タリウム（タリウムとして））：36 週間飲水に溶かし経口投与し

たラットにおいて、死亡個体の増加、末梢神経の損傷。1) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  

［化管法］ 
  

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（44 タリウム及びその水溶性

化合物） 
 

［大防法］ 
 

法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 8 年中央環境審議会

答申）（112 タリウム及びその化合物） 
 
 
参考文献 
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1) Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), Toxicological profile for 
Thallium(1992) 

 



 109

 

[35] チオりん酸O,O-ジエチル-O-2-キノキサリニル（別名：キナルホス、CAS登録番号：13593-03-8） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 11 地点を調査し、検出下限値 8ng/L に

おいて 11 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 3ng/m3 に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○チオりん酸O,O-ジエチル-O-2-キノキサリニル（別名：キナルホス）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/33 0/11 nd 8 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 3 

 

 

【参考：チオりん酸 O,O-ジエチル-O-2-キノキサリニル（別名：キナルホス）】 
 
・用 途 ： 殺虫剤（平成 14（2002）年に農薬登録は失効している。）viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - 120 120
2002 - - - - - - -
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - 0
2005 - - - - - - 0
2006 - - - - - - -

・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 14.4%、底質 9.4%、大気 0.08%、土壌 76.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=50mg/kg：ウサギ（経口）vii) 

LD50=74.5mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=75mg/kg：ネコ（経口）vii) 

LD50=100mg/kg：イヌ（経口）vii) 

LD50=250mg/kg：モルモット（経口）vii) 
LC50=173mg/m3：ラット（吸入）vii) 
LC50=330mg/m3：マウス（吸入 4 時間）vii) 
LC50=600mg/m3：ハムスター（吸入 4 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.00011mg/kg/日以下 viii) 
NOAEL=0.011mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
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・生 態 影 響 ： 48h-LC50=0.000124mg/L：ウシエビ（Penaeus monodon）1) 

24h-LC50=0.00262mg/L：ショウナンエビ（Penaeus indicus）1) 

48h-LC50=0.1699mg/L：カダヤシ目の一種（Aplocheilus lineatus）1) 

96h-LC50=0.461mg/L：テナガエビ科の一種（Macrobrachium lamarrei）1) 
96h-LC50=0.975mg/L：コイ科の一種（Catla catla）1) 

96h-LC50=0.975mg/L：コイ科の一種（Cirrhinus mrigala）1) 

96h-LC50=1.010mg/L：コイ科の一種（Labeo rohita）1) 

72h-LC50=1.16mg/L：コイ（Cyprinus carpio）1) 
72h-LC50=1.24mg/L：ティラピア（Tilapia mossambica）1) 
96h-LC50=1.5mg/L：ナガウニ（Echinometra mathaei）1) 
96h-LC50=1.55mg/L：インドナマズ（Heteropneustes fossilis）1) 

48h-LC50=3.453mg/L：スズキ目ゴクラクギョ属の一種（Macropodus cupanus）1) 
96h-LC50=8.75mg/L：トラフガエル（Rana tigrina）1) 
24h-LC50=12mg/L：ウナギ（Anguilla japonica）1) 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

  
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（187 チオりん酸 O,O-ジエチ

ル-O-２-キノキサリニル（別名キナルホス）） 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[36] テトラクロロジフルオロエタン（別名：CFC-112、CAS 登録番号：76-12-0） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 11ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○テトラクロロジフルオロエタン（別名：CFC-112）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 11 

 

 

【参考：テトラクロロジフルオロエタン（別名：CFC-112）】 
 
・用 途 ： フロンガス viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 5 0 0 0 5 - 5
2002 - - - - - - -
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - 0
2005 - - - - - - 0
2006 - - - - - - -

・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(37%、0%、

0%（揮発性物質改良型培養瓶を用いた。）)、GC での測定値(0%、0%、2%)）1) 
・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：36～106（50µg/L、6 週間）、29～90（5µg/L、6 週間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 44.0%、底質 3.7%、大気 43.0%、土壌 9.3%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=800mg/kg：マウス（経口）vii) 

LC50=50,000mg/m3：マウス（吸入 2 時間）vii) 
LC50=125,000mg/m3：ラット（吸入 2 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

  
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（201 テトラクロロジフルオ

ロエタン（別名 CFC-112）） 
 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（平成

3 年 12 月 27 日）(1991) 
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[37] 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ

ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名：テフルトリン、CAS 登録番号：

79538-32-2） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 9 地点を調査し、検出下限値 8ng/L にお

いて 9 点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 6 地点を調査し、検出下限値 0.5ng/m3

において 6 地点全てで検出されなかった。 

○2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチル

シクロプロパンカルボキシラート（別名：テフルトリン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/27 0/9 nd 8 

大気 
（ng/m3） 

18 0/18 0/6 nd 0.5 

 

 

【参考：2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロ

プロパンカルボキシラート（別名：テフルトリン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）viii)、土壌害虫用殺虫剤 vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 1,646t（0.5%粒剤）、輸入 9.4t（原体）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 1,757t（0.5%粒剤）、輸入 8.8t（原体）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 1,185t（0.5%粒剤）、輸入 9.0t（原体）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 1,361t（0.5%粒剤）、輸入 9.0t（原体）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 2,358t（0.5%粒剤）、輸入 14.0t（原体）x) 
平成 18（2006）農薬年度：製造 1,823t（0.5%粒剤）、輸入 9.0t（原体）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 1.0%、底質 52.2%、大気 0.07%、土壌 46.7%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=22mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=45mg/kg：マウス（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.005mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=0.5mg/kg/日、安全係数 100）1) 
NOAEL=0.5mg/kg/日：52 週間強制経口投与したビーグル犬において運動失調等の神経症状、

体重増加抑制、肝臓及び腎臓の比重量の増加等。1) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準=0.0000064mg/L（根拠：48h-EC50（オオミジンコ）

=0.0000064mg/L）3) 
96h-LC50=0.000053mg/L：ミシッドシュリンプ（Americamysis bahia）2) 
96h-LC50=0.00006mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）2) 
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48h-EC50=0.000064mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 3) 
48h-EC50=0.00007mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 2) 
96h-LC50=0.000102mg/L：コイ（Cyprinus carpio）3) 
96h-LC50=0.00013mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）2) 
72h-EC50=0.00105mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 3) 
48h-LC50=0.5mg/L 以下：コイ（魚毒性 C 類） 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（49 2,3,5,6-テトラフルオロ-4-
メチルベンジル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパ

ンカルボキシラート（別名テフルトリン）） 
 ［農取法］  法第 3 条第 1 項第 6 号、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準（0.0000064mg/L）3) 
 
 
参考文献 

1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 6 年 12 月 21 日及び平成 7 年 10 月 6
日諮問）(1996) 

2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
3) 水産動植物登録保留基準設定検討会資料 
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[38] テルル及びその化合物（テルルとして）（CAS 登録番号：13494-80-9 等） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、近年実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっ

ては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、6 地点を調査し、検出下限値 19ng/L において 4 地点中 4 地点全てで検出されなかった。

昭和 50 年度には 16 地点を調査し、検出下限値 2,000,000～10,000,000ng/L において 16 地点中 4 地点で検出

され、検出濃度は 70,000,000ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.016ng/m3

において 5 地点全てで検出され、検出範囲は 0.019～0.43ng/m3であった。 

○テルル及びその化合物（テルルとして）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S50 20/80 4/16 nd～70,000,000 2,000,000～10,000,000 水質 
（ng/L） 18 0/12 0/4 nd 19 
大気 

（ng/m3） 
18 15/15 5/5 0.019～0.43 0.016 

 

 

【参考：テルル及びその化合物（テルルとして）】 
 
・用 途 ： 特殊鋼（鉄鋼の切削性向上）用添加剤、テルル化銅、触媒、合成ゴムの加硫促進剤、ガラス・

陶磁器着色剤、感光体セレン合金、テルル化カドミウム（太陽電池用）、テルル化ビスマス、

テルル化鉛（半導体用）vi),  viii)。 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 39t（テルル）vi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 29t（テルル）vi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 33t（テルル）vi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 33t（テルル）vi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 23t（テルル）vi) 
平成 18 年（2006 年）：製造 24t（テルル）vi) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 54.1%、底質 0.1%、大気 40.2%、土壌 5.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=45mg/kg（テルル）：モルモット（経口）vii) 

LD50=67mg/kg（テルル）：ウサギ（経口）vii) 

LD50=83mg/kg（テルル）：ラット（経口）vii) 

LC50=2,420mg/m3（テルル）：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 7d-LC50=1mg/L（テルル）：ヨコエビ科の一種（Hyalella azteca）1) 

24h-LC50=1,000mg/L（酸化テルル）：マミチョグ（Fundulus heteroclitus）1) 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（50 テルル及びその化合物（水

素化テルルを除く。）） 
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参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[39] 2,4,6-トリニトロトルエン（CAS 登録番号：118-96-7） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 2.7ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○2,4,6-トリニトロトルエンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 2.7 

 

 

【参考：2,4,6-トリニトロトルエン】 
 
・用 途 ： 炸薬、硝安爆薬用鋭感剤 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 5,410 21 0 0 5,431 0 5,431
2002 0 25 0 0 25 - 25
2003 0 28 0 0 28 - 28
2004 0 40 0 0 40 - 40
2005 0 26 0 0 26 - 26
2006 0 15 0 0 15 - 15

・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 36.6%、底質 0.1%、大気 2.1%、土壌 61.3%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=607mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=660mg/kg：マウス（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： RfD=0.0005mg/kg/日（根拠：LOAEL=0.5mg/kg/日、不確実係数 1,000）1) 
LOAEL=0.5mg/kg/日：25 週間毎日ゼラチンカプセルにより経口投与したビーグル犬において、

肝の相対重量及び絶対重量の有意な増加、肝腫張及び巨大肝細胞の高度の出現、特に雄での肝

硬変の鏡検所見、肝の血鉄症（ヘモジデローシス）等。1) 

飲料水ユニットリスク=9.0×10-7/(μg/L)（生涯剰余発がんリスク 100 万分の 1 に対応する飲料水

中濃度=0.001mg/L）（根拠：発がん性試験において経口混餌投与した F344 系ラット（雌）に

おいて、膀胱の移行上皮乳頭腫及び移行扁平上皮がん。ラット及びヒトの体重をそれぞれ 0.30
及び 70kg とし、線形マルチステージモデルにより外挿。）1) 

・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 3（ヒトする発がん性について分類できない。）2) 
・生 態 影 響 ： 96h-LC50=0.98mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）3) 

96h-LC50=1.2mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）3) 
96h-LC50=1.29mg/L：ヒラタウズムシ科の一種（Dugesia dorotocephala）3) 
96h-LC50=1.6mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）3) 
24h-EC50=3.4mg/L：カダヤシ目の一種（Nothobranchius guentheri）生残 3) 
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24h-LC50=5.55mg/L：ツボワムシ（Brachionus calyciflorus）3) 
24h-LC50=29.1mg/L：ブラインシュリンプ（Artemia salina）3) 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（219 2,4,6-トリニトロトルエ

ン） 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) (http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 65, 449(1996) 
3) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[40] フェナントレン（CAS 登録番号：85-01-8） 
【平成 18 年度調査媒体：生物・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、近年実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっ

ては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

生物については、5 地点を調査し、検出下限値 0.2ng/g-wet において 3 地点中 3 地点全てで検出され、検

出範囲は 1.2～3.0ng/g-wet であった。平成 11 年度には 13 地点を調査し、検出下限値 0.69ng/g-wet において

13 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は 3.7ng/g-wet までの範囲であった。 

平成 18 年度と平成 11 年度に調査を行った同一の 1 地点では、いずれの年度においても同レベルで検出

された。 

大気については、5 地点を調査し、検出下限値 1.6ng/m3において 5 地点全てで検出され、検出範囲は 3.7

～26ng/m3であった。平成 11 年度には 13 地点を調査し、検出下限値 0.019ng/m3において 13 地点全てで検

出され、検出範囲は 1.6～29ng/m3であった。 

平成 18 年度と平成 11 年度に調査を行った同一の 5 地点では、いずれの年度においても同レベルで検出

された。 

○フェナントレンの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

11 25/39 10/13 nd～3.7 0.69 生物 
（ng/g-wet） 18 9/9 3/3 1.2～3.0 0.2 

11 39/39 13/13 1.6～29 0.019 大気 
（ng/m3） 18 15/15 5/5 3.7～26 1.6 

 

同一地点 生物 

地点 実施年度
測定値 

(ng/g-wet) 
報告時検出下限値 

(ng/g-wet) 
11 1.6 1.1 2.0 0.69 

① 名古屋港 ボラ 
18 1.4 3.0 1.9 0.2 

徳山湾 スズキ 11 1.1 1.1 nd 0.69 
② 

徳山湾 ボラ 18 --- --- --- 1.7 
萩沖 タマガンゾウビラメ 11 0.80 1.3 1.3 0.69 

③ 
萩沖 ボラ 18 --- --- --- 1.7 

---：欠測等 
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同一地点 大気 

地点 実施年度
測定値 
(ng/m3) 

報告時検出下限値 
(ng/m3) 

11 2.9 3.4 4.4 0.25 
① 北海道環境科学研究センター（札幌

市） 18 7.2 9.0 11 1.6 
11 16 12 6.2 0.23 

② 市原松崎一般環境大気測定局（市原

市） 18 3.7 4.4 6.5 1.4 
11 29 19 18 0.62 

③ 神奈川県環境科学センター（平塚市） 
18 5.5 7.3 7.3 0.17 
11 8.9 9.2 10 0.006 

④ 香川県高松合同庁舎（高松市） 
18 24 26 17 0.18 
11 20 25 6.8 0.048 

⑤ 北九州観測局（北九州市） 
18 15 24 14 0.18 

 

 

【参考：フェナントレン】 
 
・用 途 ： （自動車排ガス等として非意図的に排出される。） 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(54.0%)、

GC での測定値(78.9%)、UV-VIS での測定値(71.2%)）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 10.3%、底質 9.2%、大気 0.5%、土壌 80.0%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=700mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,800mg/kg：ラット（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： NOAEC=160mg/m3（C9混合物（C9を 75%含むナフサ）として）：肝・腎重量の増加。2) 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 3（ヒトに対する発がん性について分類できない。）3) 
・生 態 影 響 ： PNEC=0.0018mg/L（EC50（緑藻類生長阻害）=0.00018mg/L、アセスメント係数 100）2) 

21d-NOEC=0.031mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
60d-NOEC=0.038mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）生長阻害 2) 
72h-NOEC=0.092mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
48h-NOEC=0.18mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 2) 
14d-NOEC=0.19mg/L：メダカ（Oryzias latipes）生残 v) 

48h-EC50=0.35mg/L：ミジンコ（Daphnia pulex）急性遊泳阻害 2) 
96h-LC50=0.48mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）2) 
72h-EC50=0.64mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
14d-LC50=0.82mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）v) 
48h-EC50=1.1mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
96h-LC50=1.4mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 

・規     制 ：  
 ［化管法］  法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（58 フェナントレン） 
 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

53 年 12 月 12 日）(1978) 
2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 4 巻(2005) 
3) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 32, 419(1983) 
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[41] 1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素（別名：ジアフェンチウ

ロン、CAS 登録番号：80060-09-9） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 20ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素（別名：ジアフェンチウロン）の検出

状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 20 

 

 

【参考：1-tert-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素（別名：ジアフェンチウロン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）vi), viii), x) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 14.6kL（50%水和剤）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 22.8kL（50%水和剤）、輸入 20.0t（製剤）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 15.2kL（50%水和剤）、輸入 4.5t（製剤）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 11.1kL（50%水和剤）、輸入 12.0t（製剤）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 12.1kL（50%水和剤）、輸入 11.0t（製剤）x) 
平成 18（2006）農薬年度：製造 15.9kL（50%水和剤）、輸入 21.0t（製剤）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 2.9%、底質 58.0%、大気 0.02%、土壌 39.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,500mg/kg 超：アヒル（経口）vii) 

LD50=1,500mg/kg 超：ウズラ（経口）vii) 

LD50=2,068mg/kg：ラット（経口）vii) 
LC50=558mg/m3：ラット（吸入 14 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.003mg/kg/日以下 viii) 
NOAEL=0.3mg/kg/日 viii)  

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 48h-LC50=0.5mg/L 以下：コイ（魚毒性 C 類） 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（61 1-ターシャリ-ブチル-3-(2,6-
ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素（別名ジアフェンチウロン）） 
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[42] N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド（別

名：プロクロラズ、CAS 登録番号：67747-09-5） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 8 地点を調査し、検出下限値 1.8ng/L に

おいて 8 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.3ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド（別名：プロクロラ

ズ）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/24 0/8 nd 1.8 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.3 

 

 

【参考：N-プロピル-N-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド（別名：プロクロラズ）】
 
・用 途 ： 農薬（殺菌剤）vi), viii), x) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 10.3kL（25%乳剤）、輸入 5.5t（原体）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 10.6kL（25%乳剤）、輸入 6.3t（原体）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 2.0t（原体）、10.1kL（25%乳剤）、輸入 5.3t（原体）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 2.0t（原体）、7.2kL（25%乳剤）、輸入 3.8t（原体）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 4.8kL（25%乳剤）、輸入 2.3t（原体）x) 
平成 18（2006）農薬年度：製造 8.9kL（25%乳剤）、輸入 4.3t（原体）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 5.3%、底質 3.0%、大気 0.02%、土壌 91.7%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,600mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=2,400mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=3,132mg/kg：アヒル（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.009mg/kg/日以下 viii) 
RfD=0.009mg/kg/日（根拠：NOEL=0.9mg/kg/日、不確実係数 100）1) 
NOEL=0.9mg/kg/日：104 週間経口投与したビーグル犬純血種において、血清アルカリフォスフ

ァターゼ値の上昇、前立腺萎縮、肝重量の増加。1) 
飲料水ユニットリスク=4.3×10-6/(μg/L)（生涯剰余発がんリスク 100 万分の 1 に対応する飲料水

中濃度=0.0002mg/L）（根拠：発がん性試験において経口混餌投与した CD-1 系マウスにおいて

肝臓の腺腫及びがん。マウス及びヒトの体重をそれぞれ 0.025 及び 60kg とし、線形マルチステ

ージモデル等により外挿。）1) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
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・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 以下：ミジンコ（魚毒性 B 類） 
48h-LC50=0.5mg/L 超 10mg/L 以下：コイ（魚毒性 B 類） 
96h-LC50=0.77mg/L：ミシッドシュリンプ（Americamysis bahia）2) 
96h-LC50=1.2mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）2) 
96h-LC50=1.5mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）2) 
96h-LC50=2.2mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）2) 
96h-LC50=2.9mg/L：コイ科の一種（Trigonostigma heteromorpha）2) 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（64 N-プロピル-N-[2-(2,4,6-
トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド（別名プロクロラズ）） 

 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) (http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 
2) EU, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Data Sheet 
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[43] ブロモクロロジフルオロメタン（別名：ハロン-1211、CAS 登録番号：353-59-3） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 20ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○ブロモクロロジフルオロメタン（別名：ハロン-1211）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 20 

 

 

【参考：ブロモクロロジフルオロメタン（別名：ハロン-1211）】 
 
・用 途 ： フロンガス viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - 0 0
2002 - - - - - - -
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - 0
2005 - - - - - 0 0
2006 - - - - - 0 0

・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 47.1%、底質 0.2%、大気 51.8%、土壌 1.0%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LC50=2,140,000mg/m3：ラット（吸入 5 分間）vii) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（285 ブロモクロロジフルオ

ロメタン（別名ハロン-1211）） 
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[44] 2-(4-ブロモジフルオロメトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテ

ル（別名：ハルフェンプロックス、CAS 登録番号：111872-58-3） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 11 地点を調査し、検出下限値 13ng/L に

おいて 11 地点全てで検出されなかった。 

○2-(4-ブロモジフルオロメトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル（別名：ハル

フェンプロックス）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/33 0/11 nd 13 

 

 

【参考：2-(4-ブロモジフルオロメトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル（別名：ハルフェ

ンプロックス）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）viii)、殺ダニ剤 vi) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 3.9t（原体）、4.9kL（10%乳剤）、14.1t（5%マイクロカプセ

ル剤）、輸出 1.4t（原体）、17.2t（製剤）x) 
平成 14（2002）農薬年度：製造 4.2t（原体）、3.6kL（10%乳剤）、4.5t（5%マイクロカプセル

剤）、輸出 1.9t（原体）、12.4t（製剤）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 5.1kL（10%乳剤）、輸出 0.3t（原体）、5.0t（製剤）x) 
平成 16（2004）農薬年度：製造 6.2kL（10%乳剤）、輸出 2.0t（製剤）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 6.1kL（10%乳剤）、輸出 1.0t（製剤）x) 

平成 18（2006）農薬年度：輸出 7.0t（製剤）x) 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 0.6%、底質 50.3%、大気 0.005%、土壌 49.1%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=590mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=1,600mg/kg：マウス（雄）（経口）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.003mg/kg/日以下 viii) 

NOAEL=0.3mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（66 2-(4-ブロモジフルオロメ

トキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル（別名ハルフェンプロック

ス）） 
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[45] 3-ブロモ-1-プロペン（別名：臭化アリル、CAS 登録番号：106-95-6） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 1.8ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○3-ブロモ-1-プロペン（別名：臭化アリル）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 1.8 

 

 

【参考：3-ブロモ-1-プロペン（別名：臭化アリル）】 
 
・用 途 ： 不詳 
・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 10t（推定）vi) 

平成 14 年（2002 年）：製造 10t（推定）vi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 10t（推定）vi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 10t（推定）vi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 10t（推定）vi) 
平成 18 年（2006 年）：製造 30tvi) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（その他の方法（試験期間不詳、被験物質 100mg/L）。被検物質は速やかに加水分解

し、アリルアルコール（良分解性）及び臭化物イオンを生成した。）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 76.5%、底質 0.2%、大気 14.5%、土壌 8.8%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=120mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=10,000mg/m3：ラット（吸入 30 分間）3) 
・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 24h-LC50=0.8mg/L 未満：キンギョ（Carassius auratus）2) 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（68 3-ブロモ-1-プロペン（別

名臭化アリル）） 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 3 月 26 日）(2002) 
2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
3) U.S. National Library of Medicine, Hazardous Substances Databank (HSDB) 
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[46] 1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸（別名：クロレンド酸、

CAS 登録番号：115-28-6） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 25ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 6ng/m3 に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸（別名：クロレンド酸）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 25 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 6 

 

 

【参考：1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸（別名：クロレンド酸）】 
 
・用 途 ： 合成原料（不飽和ポリエステル樹脂（基板、工業用のプラスチック及び塗料に使用）、ウール

の難燃処理）viii), 3) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 0 0 0 0 0 - 0
2002 - - - - - - -
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - 0
2005 0 0 0 0 0 - 0
2006 - - - - - - -

・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 2 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(0%)、
TOC(0%(負の値))、GC での測定値(0%(負の値))）1) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（コイ BCF：0.22 未満（10µg/L、6 週間）、2.1 未満（1µg/L、6 週間））1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 6.1%、底質 0.2%、大気 0.0000002%、土壌 93.7%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,000mg/kg 超：ラット（経口）vii) 

LC50=790mg/m3超：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： 「暫定無毒性量等（経口）」=2.7mg/kg/日（根拠：LOAEL=27mg/kg/日、LOAEL であるため

10 で除した。）2) 
LOAEL=27mg/kg/日：103 週間経口混餌投与したラット（雄）において、肝臓の嚢胞変性、限

局的な変異細胞及び胆管上皮過形成（用量に応じたものではなかった）。2) 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 2B（ヒトに対して発がん性があるかも知れない。）3) 
・生 態 影 響 ： 48h-LC50=110.7mg/L（無水クロレンド酸）：オオミジンコ（Daphnia magna）4) 
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96h-LC50=422.7mg/L（無水クロレンド酸）：ニジマス（Salmo gairdneri）4) 
96h-LC50=422.7mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）4) 

・規     制 ：  
［化審法］ 
  

法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（433 1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプ

テン-2,3-ジカルボン酸（別名クロレンド酸）） 
 

［化管法］ 
 

法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（290 1,4,5,6,7,7-ヘキサクロ

ロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸（別名クロレンド酸）） 
 
 

参考文献 
1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

54 年 12 月 20 日）(1979) 
2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 3 巻(2004) 
3) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 48, 45 (1990) 
4) IPCS, Environmental Health Criteria, 185, Chlorendic acid and anhydride (1996) 
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[47] ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン（別名：シクロナイト、CAS 登録番号：

121-82-4） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 22ng/L に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 1.9ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン（別名：シクロナイト）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/15 0/5 nd 22 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 1.9 

 

 

【参考：ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン（別名：シクロナイト）】 
 
・用 途 ： 伝爆薬（主に防衛用）、ごく少量が産業用に用いられる。vi) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 49.6%、底質 0.1%、大気 0.08%、土壌 50.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=100mg/kg：ラット（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： RfD=0.003mg/kg/日（根拠：NOEL=0.3mg/kg/日、不確実係数 100）1) 
NOEL=0.3mg/kg/日：24 ヵ月間経口投与した F344 系ラット（雄）において化膿性の炎症。1) 

飲料水ユニットリスク=3.1×10-6/(μg/L)（生涯剰余発がんリスク 100 万分の 1 に対応する飲料水

中濃度=0.0003mg/L）（根拠：発がん性試験において経口混餌投与した B6C3F1 系マウス（雌）

において、肝臓及び肝細胞のがん並びに腺腫。ラット及びヒトの体重をそれぞれ 0.040及び 70kg
とし、線形マルチステージモデルにより外挿。）1) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 32d-NOEC=1.35mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）生長阻害 2) 

96h-LC50=3.60mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）2) 
7d-NOEC=3.64mg/L：ニセネコゼミジンコ（Ceriodaphnia dubia）繁殖毒性 2) 
96h-LC50=4.1mg/L：チャネルキャットフィッシュ（Ictalurus punctatus）2) 
96h-LC50=6.4mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）2) 
96h-LC50=15mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）2) 
96h-LC50=15mg/L：ユスリカ属の一種（Chironomus tentans）2) 
48h-EC50=100mg/L：ミズムシ属の一種（Asellus militaris）遊泳阻害 2) 
48h-EC50=100mg/L：ヨコエビ属の一種（Gammarus fasciatus）遊泳阻害 2) 
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・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（70 ヘキサヒドロ-1,3,5-トリ

ニトロ-1,3,5-トリアジン（別名シクロナイト）） 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) (http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 
2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[48] ベンジリジン=トリクロリド（CAS 登録番号：98-07-7） 
【平成 18 年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、特定第一種指

定化学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き特定第一種指定化学物質への指定を行

うことの是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 4ng/m3 に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○ベンジリジン=トリクロリドの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 4 

 

 

【参考：ベンジリジン=トリクロリド】 
 
・用 途 ： 染料、安定剤、酸化・老化防止剤、紫外線吸収剤 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「ジ又はト

リクロロトルエン」としての製造量及び輸入量は 1,000～10,000t 未満とされている。1) 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 0 0 0 0 0 - 0
2002 0 0 0 0 0 - 0
2003 0 0 0 0 0 - 0
2004 - - - - - 0 0
2005 0 0 0 0 0 - 0
2006 0 0 0 0 0 - 0

・分 解 性 ： 良分解性（その他の方法（試験期間不詳、被験物質 100mg/L）。被験物質は水中で加水分解し安

息香酸（良分解性）を生成した。）2) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 8.4%、底質 2.0%、大気 3.1%、土壌 86.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=702mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,300mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=60mg/m3：マウス（吸入 2 時間）vii) 
LC50=150mg/m3：ラット（吸入 2 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： 「暫定無毒性量等（経口）」=0.0005mg/kg/日（根拠：LOAEL=0.048mg/kg/日。LOAEL であるこ

と、試験期間が短いことから 100 で除した。）3) 
LOAEL=0.048mg/kg/日：28 日間経口混餌投与したラット（雄）において、肝臓、腎臓及び甲状腺

に中等度の組織変性が現れ、用量に応じた発生率の増加及び重症化がみられたほか、ソルビトー

ルデヒドロゲナーゼ活性の有意な上昇、乳酸デヒドロゲナーゼの上昇。3) 
「暫定無毒性量等（吸入）」=0.091mg/m3（根拠：NOAEC=0.91mg/m3、試験期間が短いことから

10 で除した。）3) 
NOAEC=0.91mg/m3：4 週間週 5 日 1 日 6 時間吸入したラットにおいて、体重増加抑制、喘ぎ呼吸

や呼吸困難、気管及び細気管支の上皮細胞の剥離、鼻腔及び気管の上皮細胞の消失、扁平上皮化

生及び炎症性細胞の浸潤。3) 
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飲料水ユニットリスク=3.6×10-4/(μg/L)（生涯剰余発がんリスク 100 万分の 1 に対応する飲料水

中濃度=0.000003mg/L）（根拠：発がん性試験においてゴマ油に溶かし強制経口投与した ICR 系

マウス（雌）において、肺の腺がん。線形マルチステージモデルにより外挿。）4) 

・発 が ん 性 ： IARC 評価（ベンジル=クロリド、ベンジリデン=ジクロリド、ベンジリジン=トリクロリド及びベ

ンゾイル=クロリドとの混合暴露）：グループ 2A（ヒトに対しておそらく発がん性を示す。）5) 
・生 態 影 響 ： 24h-EC50=50mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 6) 

48h-LC50=2,480mg/L：コイ科の一種（Leuciscus idus）7) 
・規     制 ：  

［化管法］ 
 

法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（295 ベンジリジン=トリクロリ

ド）、施行令第 4 条第 1 号イ特定第一種指定化学物質 
 

［大防法］ 
 

法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（平成 8 年中央環境審議会答申）

(199 ベンゾトリクロライド) 
 
 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確報値）

（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

58 年 12 月 28 日）(1983) 
3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価第 4 巻(2005) 
4) U.S. EPA, Integrated Risk Information System (IRIS) (http://cfpub.epa.gov/ncea/iris/index.cfm) 
5) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 71, 453(1999) 
6) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
7) EU, IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Data Sheet 
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[49] ベンジリデン=ジクロリド（CAS 登録番号：98-87-3） 
【平成 18 年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、第一種指定化

学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き第一種指定化学物質への指定を行うことの

是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 2ng/m3 に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○ベンジリデン=ジクロリドの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 2 

 

 

【参考：ベンジリデン=ジクロリド】 
 
・用 途 ： 染料、ベンズアルデヒド及びケイ皮酸の製造 vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - - -
2002 0 0 0 0 0 - -
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - 0
2005 - - - - - - 0
2006 - - - - - - -

・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 2 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(90%)、TOC(99%)、
GC での測定値(100%)。被験物質は（水＋被験物質）系で残留せず、ベンズアルデヒド（良分解

性）を生成した。）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 15.0%、底質 0.3%、大気 5.1%、土壌 79.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,400mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,400mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=2,462mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=3,249mg/kg：ラット（経口）vii) 

LC50=210mg/m3：マウス（吸入 2 時間）vii) 
LC50=400mg/m3：ラット（吸入 2 時間）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価（ベンジル=クロリド、ベンジリデン=ジクロリド、ベンジリジン=トリクロリド及びベ

ンゾイル=クロリドとの混合暴露）：グループ 2A（ヒトに対しておそらく発がん性を示す。）2) 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=5.0mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 

21d-EC50=7.0mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
72h-NOEC=16mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
48h-EC50=22mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
96h-LC50=23mg/L：メダカ（Oryzias latipes）v) 
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72h-EC50=27mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（296 ベンジリデン=ジクロリド）

 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

60 年 12 月 28 日）(1985) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 71, 453(1999) 
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[50] ベンジルアルコール（CAS 登録番号：100-51-6） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・底質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在対象とさ

れていないが一定の有害性が認められる物質について、その環境残留状況を確認するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質については、5 地点を調査し、検出下限値 50ng/L において 5 地点全てで検出されなかった。昭和 60

年度には 11 地点を調査し、検出下限値 200ng/L において 11 地点全てで検出されなかった。 

底質については、5 地点を調査し、検出下限値 7ng/g-dry において 5 地点中 3 地点で検出され、検出濃度

は 21ng/g-dry までの範囲であった。昭和 60 年度には 8 地点を調査し、検出下限値 10ng/g-dry において 8 地

点中 2 地点で検出され、検出濃度は 13ng/g-dry までの範囲であった。 

○ベンジルアルコールの検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

S60 0/33 0/11 nd 200 水質 
（ng/L） 18 0/15 0/5 nd 50 

S60 3/24 2/8 nd～13 10 底質 
（ng/g-dry） 18 6/15 3/5 nd～21 7 

 

 

【参考：ベンジルアルコール】 
 
・用 途 ： 揮発保留剤、クリーム香料、工業用には塗料、溶剤、エステル製造の原料として用いられる vi)。

・生産量・輸入量 ： 平成 13 年（2001 年）：製造 500t（香料用）、輸入 5,391t、輸出 123tvi) 
平成 14 年（2002 年）：製造 500t（香料用）、輸入 5,612t、輸出 97tvi) 
平成 15 年（2003 年）：製造 500t（香料用）、輸入 5,701t、輸出 64tvi) 
平成 16 年（2004 年）：製造 500t（香料用）、輸入 5,989t、輸出 10tvi) 
平成 17 年（2005 年）：製造 500t（香料用）、輸入 5,936t、輸出 38tvi) 
平成 18 年（2006 年）：製造 500t（香料用）、輸入 6,385t、輸出 62tvi) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 良分解性（標準法（試験期間 2 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(94%)、HPLC

での測定値(98%)、TOC(100%)）1) 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 41.6%、底質 0.09%、大気 1.2%、土壌 57.2%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=1,040mg/kg：ウサギ（経口）vii) 

LD50=1,230mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=1,360mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,660mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=2,500mg/kg：モルモット（経口）vii) 
LC50=500mg/m3超：マウス（吸入）vii) 
LC50=500mg/m3超：ラット（吸入）vii) 

・反復投与毒性等 ： RfD=0.5mg/kg/日（根拠：NOAEL=143mg/kg/日、不確実係数 300（種差 10、個体差 10 のほか、

データベースの不完全性によりさらに 3 を乗じている。））2) 
NOAEL=143mg/kg/日：103 週間週 5 日強制経口投与した B6C3F1 系マウスにおいて、有意な毒

性みられず。他方 16 日間の短期反復経口毒性試験においては嗜眠等がみられたことを勘案し

ラットで 375mg/kg/日、マウスで 188mg/kg/日を NOAEL としているほか、ラットの亜慢性毒性

試験では神経毒性及び病理学的所見から 286mg/kg/日を NOAEL としている。3)またこれらの試
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験では血液検査及び尿検査に係るパラメータが測定されていないことから、NSF は RfD を算出

するに当たりデータベースの不完全性として不確実係数 3 を設定している。2) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 14d-NOEC=5.1mg/L：メダカ（Oryzias latipes）生残 v) 

21d-NOEC=51mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
21d-EC50=66mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖阻害 v) 
14d-LC50=99mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）v) 
96h-LC50=100mg/L 超：メダカ（Oryzias latipes）v) 
48h-EC50=230mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）急性遊泳阻害 v) 
72h-NOEC=310mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 
72h-EC50=770mg/L：緑藻類（Pseudokirchneriella subcapitata）生長阻害 v) 

 
 
参考文献 

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（平成

3 年 12 月 27 日）(1991) 
2) NSF International, Benzyl Alcohol CAS#100-51-6 Oral risk assessment document(2002) 
3) National Toxicology Program (NTP), Toxicology and carcinogenesis studies of Benzyl Alcohol 

(CAS No. 100-51-6) in F344/N rats and B6C3F1 mice (gavage studies), NTP Technical Report 343 
(National Institute of Health Publication No. 89-2599)(1989) 



 136

 

[51]  ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのも

の）（CAS 登録番号：68131-39-5） 
[51-1] ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの）（CAS 登録

番号：9002-92-0） 
[51-2] ポリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの）（CAS 登

録番号：24938-91-8） 
[51-3] ポリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの）（CAS

登録番号：27306-79-2） 
[51-4] ポリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの）（CAS

登録番号：34398-05-5） 
【平成 18 年度調査媒体：底質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法に基づき集計された排出量が上位の物質であり、生態系への影響が懸念されることから、底質に

おける実態を把握することが必要とされたため。 

 

・調査内容及び結果 

・[51-1] ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの） 

底質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値※

150ng/g-dry において 5 地点全てで検出され、検出範囲は 8.0～1,500ng/g-dry であった。 

○ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類（重合度が2から19までのもの）の検出状況 
検出頻度 

媒体  実施

年度 検体 地点
検出範囲 検出下限値 

ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類（重合

度が2から19までのもの） 
18 15/15 5/5 8.0～

1,500 ※150 

内訳は以下のとおり。      
ジ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 12 
トリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 17 
テトラ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 18 
ペンタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 16 
ヘキサ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 4/15 2/5 nd～17 12 
ヘプタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 7/15 4/5 nd～20 11 
オクタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 8/15 4/5 nd～31 9.6 
ノナ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 10/15 4/5 nd～64 8.7 
デカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 11/15 4/5 nd～110 8.7 
ウンデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 11/15 4/5 nd～160 7.3 
ドデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 11/15 4/5 nd～210 6.2 
トリデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 11/15 4/5 nd～190 8.0 
テトラデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 11/15 4/5 nd～170 6.4 
ペンタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 12/15 5/5 nd～170 4.3 
ヘキサデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 14/15 5/5 nd～150 3.0 
ヘプタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 12/15 5/5 nd～81 3.6 
オクタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 12/15 5/5 nd～43 2.5 

底質 
（ng/g-dry） 

ノナデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル 18 12/15 5/5 nd～31 1.0 
（注）※は同族体ごとの検出下限値の合計とした。 
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・[51-2] ポリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの） 

底質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値※

250ng/g-dry において 5 地点全てで検出され、検出濃度は 68ng/g-dry までの範囲であった。 

○ポリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル類（重合度が2から19までのもの）の検出状況 
検出頻度 

媒体  実施

年度 検体 地点 
検出範囲 検出下限値

ポリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル類（重合

度が2から19までのもの） 
18 9/15 5/5 nd～68 ※250 

内訳は以下のとおり。      
ジ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 17 
トリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 22 
テトラ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 22 
ペンタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 22 
ヘキサ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 21 
ヘプタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 20 
オクタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 19 
ノナ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 21 
デカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 19 
ウンデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 15 
ドデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 13 
トリデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 15 
テトラデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 9.6 
ペンタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 5/15 4/5 nd～8.7 6.9 
ヘキサデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 8/15 4/5 nd～11 5.3 
ヘプタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 7/15 3/5 nd～10 4.3 
オクタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 7/15 3/5 nd～8.1 3.0 

底質 
（ng/g-dry） 

ノナデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル 18 8/15 4/5 nd～5.8 1.7 
（注）※は同族体ごとの検出下限値の合計とした。 
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・[51-3] ポリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの） 

底質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値※

230ng/g-dry において 5 地点全てで検出され、検出濃度は 450ng/g-dry までの範囲であった。 

○ポリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル類（重合度が2から19までのもの）の検出状況 
検出頻度 

媒体  実施

年度 検体 地点 
検出範囲 検出下限値

ポリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル類（重合

度が2から19までのもの） 
18 14/15 5/5 nd～450 ※230 

内訳は以下のとおり。      
ジ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 18 
トリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 19 
テトラ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 18 
ペンタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 23 
ヘキサ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 21 
ヘプタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 20 
オクタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 1/15 1/5 nd～18 17 
ノナ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 1/15 1/5 nd～39 17 
デカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 1/15 1/5 nd～54 16 
ウンデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 1/15 1/5 nd～66 12 
ドデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 3/15 3/5 nd～73 11 
トリデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 2/15 2/5 nd～54 14 
テトラデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 2/15 2/5 nd～41 8.7 
ペンタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 7/15 4/5 nd～34 5.3 
ヘキサデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 9/15 4/5 nd～26 3.9 
ヘプタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 8/15 4/5 nd～15 4.2 
オクタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 8/15 4/5 nd～6.7 2.7 

底質 
（ng/g-dry） 

ノナデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル 18 7/15 3/5 nd～30 2.7 
（注）※は同族体ごとの検出下限値の合計とした。 
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・[51-4] ポリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル類（重合度が 2 から 19 までのもの） 

底質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値※

150ng/g-dry において 5 地点全てで検出されなかった。 

○ ポリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル類（重合度が2から19までのもの）の検出状況 
検出頻度 

媒体  実施

年度 検体 地点 
検出範囲 検出下限値

ポリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル類（重合

度が2から19までのもの） 
18 0/15 0/5 nd ※150 

内訳は以下のとおり。      
ジ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 8.0 
トリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 10 
テトラ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 11 
ペンタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 14 
ヘキサ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 13 
ヘプタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 12 
オクタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 15 
ノナ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 12 
デカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 12 
ウンデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 9.2 
ドデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 7.8 
トリデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 7.8 
テトラデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 5.5 
ペンタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 3.9 
ヘキサデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 3.4 
ヘプタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 3.1 
オクタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/15 0/5 nd 3.1 

底質 
（ng/g-dry） 

ノナデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル 18 0/3 0/1 nd 1.8 
（注）※は同族体ごとの検出下限値の合計とした。 

 
 

【参考：ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのもの）】 
 
・用 途 ： 乳化剤・可溶化剤・分散剤（農薬、切削油、工業用エマルジョン、インキ等）viii)、家庭用洗浄剤、

業務用洗浄剤、帯電防止剤、写真用濡れ剤、防じん剤 1) 
・生産量・輸入量 ： 「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」によると平成 16（2004）年度における「ポリオキ

シアルキレン（C2～4、8）モノアルキル（又はアルケニル）（C1～24）エーテル（n=1～150）」

としての製造量及び輸入量は 100,000～1,000,000t 未満とされている。2) 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iii) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 4,699 228,659 2 0 233,360 18,453,528 18,686,888
2002 7,806 218,892 5 140 226,843 21,169,631 21,396,474
2003 10,715 249,412 0 0 260,127 19,644,762 19,904,889
2004 6,764 217,029 0 0 223,792 18,065,223 18,289,015
2005 5,774 191,396 0 6 197,176 18,812,802 19,009,978
2006 5,381 202,825 0 0 208,207 17,645,316 17,853,523

・分 解 性 ： 良分解性（ポリオキシエチレン=ドデシルエーテル類（重合度が平均 40 のもの））（逆転法（試

験期間 4 週間、被験物質 30mg/L、活性汚泥 100mg/L）：BOD(74%)、TOC(44%)、UV-VIS での

測定値(62%)）2) 
・濃 縮 性 ： コイ BCF：310（0.2～0.6mg/L）（テトラ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル）3) 

コイ BCF：220（0.2～0.6mg/L）（オクタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル）3) 
コイ BCF：4.3（0.2～0.6mg/L）（ヘキサデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル）3) 
ブルーギル BCF：700～800（0.02～0.2mg/L）（ヘプタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテ 
ル）4) 

・媒体別分配予測 ： 水質 7.0%、底質 48.5%、大気 0.6%、土壌 43.9%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=533～9,800mg/kg：ラット（経口）7) 

LD50=710～1,180mg/kg：ウサギ（経口）7) 
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LD50=1,170～7,600mg/kg：マウス（経口）7) 
LD50=2,000mg/kg：ラット（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： LOAEL=50mg/kg/日（ヘキサ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル、ヘキサ(オキシエチレン)=ト
リデシルエーテル、ヘプタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル、ヘプタ(オキシエチレン)=
ペンタデシルエーテル混合物）：13 週間経皮投与したウサギにおいて紅斑、浮腫、亀裂、落屑、

剥離を伴う中等度から強度の皮膚刺激反応と丘疹性発疹。6) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 21d-NOEC=0.083mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）繁殖毒性 5) 

48h-LC50=0.71mg/L（ポリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル類）：ミシッドシュリンプ

（Americamysis bahia）5) 
6d-NOEC=1mg/L：ファットヘッドミノー（Pimephales promelas）生残 5) 

96h-LC50=1.03mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）5) 
96h-LC50=1.2mg/L：チャネルキャットフィッシュ（Ictalurus punctatus）5) 
96h-LC50=1.38mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：イトゴカイ科の一種（Capitella 
capitata）5) 

96h-LC50=1.49mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：多毛類スピオ目の一種

（Scolelepis fuliginosa）5) 

96h-LC50=1.5mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：アトランティックサーモン

（Salmo salar）5) 
24h-LC50=2.1mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）5) 

48h-LC50=2.4mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：メダカ（Olyzias latipes）5) 

96h-LC50=3.1mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：ヨコエビ目の一種

（Echinogammarus tibaldii）5) 

48h-LC50=3.72mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：コイ（Cyprinus carpio）5) 

48h-LC50=6.46mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：オオミジンコ（Daphnia 
magna）5) 
96h-LC50=7.5mg/L（ポリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル類）：ブルーギル（Lepomis 
macrochirus）5) 
48h-LC50=8.61mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：グッピー（Poecilla  
reticulata）5) 
24h-LC50=9.45mg/L（ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル類）：ヨコエビ属の一種（Gammarus 
italicus）5) 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 
法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（307 ポリ(オキシエチレン)=ア
ルキルエーテル（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのもの及びその混合物に限る。）） 

 
 
参考文献 

1) 経済産業省、「化学物質の製造・輸入量に関する実態調査」（平成 16 年度実態調査の確報

値）（平成 19 年 2 月 28 日）(2007) 
2) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（昭和

57 年 12 月 28 日）(1982) 
3) Wakabayashi et al., Bioconcentration of alcohol ethoxylates in carp (Cyprinus carpio), 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 13, 148-163 (1987) 
4) Bishop et al., A critical comparison of two cioconcentration test methods, Aquatic Toxicology, 707, 

61-77 (1980) 
5) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
6) Brown et al., Safety testing of alkyl polyethoxylate nonionic surfactants II, subchronic studies, Food 

and Cosmetics Toxicology, 15, 319-324 (1977) 
7) Benke et al., Safety testing of alkyl polyethoxylate nonionic surfactants I acute effects, Food and 

Cosmetics Toxicology, 15, 309-318 (1977) 
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[52] メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアー

ト（別名：ピリミノバックメチル、CAS 登録番号：136191-64-5） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 13 地点を調査し、検出下限値※17ng/L

において 13 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 2.5ng/L までの範囲であった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値※1.0ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート（別名：ピリ

ミノバックメチル）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 1/39 1/13 nd～2.5 ※17 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd ※1.0 

（注）※は異性体ごとの検出下限値の合計とした。 
 

 

【参考：メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート（別名：ピリミノ

バックメチル）】 
 
・用 途 ： 農薬（除草剤）vi), viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：輸出 1.5t（原体）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 10.3t（1.2%1 キロ粒剤）、輸出 3.1t（原体）x) 
平成 15（2003）農薬年度：製造 12.0t（原体）、121.1t（1.2%1 キロ粒剤）、輸出 2.4t（原体）x)

平成 16（2004）農薬年度：製造 12.0t（原体）、153.3t（1.2%1 キロ粒剤）、輸出 4.9t（原体）、

1.0t（製剤）x) 
平成 17（2005）農薬年度：製造 10.0t（原体）、165.9t（1.2%1 キロ粒剤）、輸出 5.1t（原体）x)

平成 18（2006）農薬年度：製造 21.0t（原体）、148.0t（1.2%1 キロ粒剤）、輸出 4.6t（原体）x)

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 14.1%、底質 0.2%、大気 0.01%、土壌 85.7%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=5,000mg/kg 超：ラット、マウス（経口）vi) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.009mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=0.9mg/kg/日、安全係数 100）1) 

NOAEL=0.9mg/kg/日：104 週間経口混餌投与（反復投与/発がん性併合試験）した F344 系ラット

において好中球比率の増加、リンパ球比率の低下、体重増加抑制、ヘマトクリット値及びヘモ

グロビン濃度の低下、総ビリルビンの増加、尿素窒素の増加、肝及び腎比重量の増加、腎の線

維化等。1) 
・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 超：ミジンコ（魚毒性 A 類） 

48h-LC50=10mg/L 超：コイ（魚毒性 A 類） 
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・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（73 メチル=2-(4,6-ジメトキシ

-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート（別名ピリミノバックメチ

ル）） 
 ［農取法］  法第 3 条第 1 項第 7 号、水質汚濁に係る農薬登録保留基準（0.2mg/L） 
 
 
参考文献 

1) 食品衛生調査会毒性・残留農薬合同部会資料（平成 7 年 10 月 6 日及び平成 9 年 9 月 4 日

諮問）(1998) 
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[53] メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テ
ノアート（別名：チフェンスルフロンメチル、CAS 登録番号：79277-27-3） 

【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 
 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 7 地点を調査し、検出下限値 40ng/L に

おいて 7 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 3ng/m3 に

おいて 5 地点全てで検出されなかった。 

○メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テノアート（別

名：チフェンスルフロンメチル）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/21 0/7 nd 40 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 3 

 

 

【参考：メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テノアート（別名：チ

フェンスルフロンメチル）】 
 
・用 途 ： 農薬（除草剤）viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：

） 
平成 14（2002）農薬年度：

） 
平成 15（2003）農薬年度：

） 
平成 16（2004）農薬年度：

） 
平成 17（2005）農薬年度：

） 
平成 18（2006）農薬年度：

製造 2.5kL（75%水和剤 DF）、133.0t（0.15%粉粒剤）、輸入 3.0t
（製剤）x) 
製造 4.2kL（75%水和剤 DF）、285.4t（0.15%粉粒剤）、輸入 10.5t
（製剤）x) 
製造 3.7kL（75%水和剤 DF）、359.9t（0.15%粉粒剤）、輸入 4.2t
（製剤）x) 
製造 3.5kL（75%水和剤 DF）、230.2t（0.15%粉粒剤）、輸入 4.3t
（製剤）x) 
製造 4.6kL（75%水和剤 DF）、285.0t（0.15%粉粒剤）、輸入 5.7t
（製剤）x) 
製造 3.0kL（75%水和剤 DF）、269.4t（0.15%粉粒剤）、輸入 5.5t
（製剤）x) 

・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 33.3%、底質 0.09%、大気 0.0002%、土壌 66.6%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=2,510mg/kg 超：アヒル（経口）vii) 

LD50=5,000mg/kg 超：マウス（経口）vii) 

LD50=5,000mg/kg 超：ラット（経口）vii) 

LC50=7,900mg/m3：ラット（吸入 4 時間）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.0096mg/kg/日以下 viii) 
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NOAEL=0.96mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 3h-LC50=0.5mg/L 超：ミジンコ（魚毒性 A 類） 

48h-LC50=10mg/L 超：コイ（魚毒性 A 類） 
96h-LC50=100mg/L 超：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）1) 
96h-LC50=100mg/L 超：ブルーギル（Lepomis macrochirus）1) 
48h-EC50=1,000mg/L 超：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 1) 

・規     制 ：  
 ［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（76 メチル=3-(4-メトキシ-6-
メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テノアート（別名チフェンス

ルフロンメチル）） 
 
 
参考文献 

1) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[54] 2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニ

ル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名：ビフェントリン、CAS 登録番号：

82657-04-3） 
【平成 18 年度調査媒体：大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.3ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシ

クロプロパンカルボキシラート（別名：ビフェントリン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.3 

 

 

【参考：2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプ

ロパンカルボキシラート（別名：ビフェントリン）】 
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）viii)、殺虫・殺ダニ剤 vi) 

平成 13（2001）農薬年度：

） 
） 
平成 14（2002）農薬年度：

） 
平成 15（2003）農薬年度：

） 
） 
平成 16（2004）農薬年度：

） 
平成 17（2005）農薬年度：

） 
平成 18（2006）農薬年度：

製造 132.8kL（2%水和剤）、3.0kL（7.2%水和剤（フロアブル））、

0.6t（2%くん煙剤）、49.9kL（0.003%液剤）、輸入 1.5t（原体）、

68.0t（製剤）x) 
製造 157.4kL（2%水和剤）、3.4kL（7.2%水和剤（フロアブル））、

0.5t（2%くん煙剤）、36.2kL（0.003%液剤）x) 
製造 148.7kL（2%水和剤）、5.1kL（7.2%水和剤（フロアブル））、

0.3t（2%くん煙剤）、21.3kL（0.003%液剤）、輸入 3.0t（原体）、

5.0t（製剤）x) 
製造 72.8kL（2%水和剤）、2.1kL（7.2%水和剤（フロアブル））、

10.7kL（0.003%液剤）、輸入 3.0t（原体）、4.0t（製剤）x) 
製造 72.8kL（2%水和剤）、3.4kL（7.2%水和剤（フロアブル））、

輸入 2.0t（原体）、2.0t（製剤）x) 
製造 85.3kL（2%水和剤）、4.4kL（7.2%水和剤（フロアブル））、

輸入 3.0t（原体）、6.0t（製剤）x) 

・生産量・輸入量 ：

化審法監視化学物質届出結果公表値なし（100t 未満） 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 0.7%、底質 59.2%、大気 0.03%、土壌 40.0%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=54.5mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=1,800mg/kg 超：ウズラ（経口）vii) 

LD50=4,450mg/kg 超：アヒル（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： ADI=0.01mg/kg/日以下（根拠：NOAEL=1.0mg/kg/日、安全係数 100）1) 
NOAEL=1.0mg/kg/日：妊娠 6～15 日に強制経口投与（発生毒性試験）した SD 系ラット雌にお

いて妊娠 10～19 日に振戦。1) 
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・発 が ん 性 ： 不詳 
・生 態 影 響 ： 96h-LC50=0.00000397mg/L：ミシッドシュリンプ（Americamysis bahia）2) 

96h-LC50=0.0000093mg/L：ヨコエビ科の一種（Hyalella azteca）2) 
48h-LC50=0.0000843mg/L：ヒメウスバコカゲロウ属の一種（Procloeon sp.）2) 
96h-LC50=0.00015mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）2) 
8d-LC50=0.000207mg/L：ニシン科の一種（Dorosoma cepedianum）2) 
96h-LC50=0.00035mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）2) 
48h-EC50=0.0016mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 2) 
96h-EC50=0.00215mg/L 超：バージニアガキ（Crassostrea virginica）遊泳阻害 2) 
24h-LC50=0.0052mg/L：ヒトスジシマカ（Aedes albopictus）2) 
96h-LC50=0.0175mg/L：シープスヘッドミノー（Cyprinodon variegatus）2) 
96h-LC50=0.02615mg/L：ユスリカ属の一種（Chironomus tentans）2) 
48h-LC50=0.5mg/L 以下：コイ（魚毒性 C 類） 

・規     制 ：  
［化審法］ 

 
法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（195 2-メチル-3-フェニルベンジル=2-(2-クロロ-3,3,3-
トリフルオロ-1-プロペニル)-3,3-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート） 

 

［化管法］ 

 

法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（75 2-メチル-1,1'-ビフェニル

-3-イルメチル=(Z)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパン

カルボキシラート（別名ビフェントリン）） 
 
 
参考文献 

1) 食品安全委員会、農薬評価書ビフェントリン（2007 年 7 月）(2007) 
2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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[55] 9-メトキシ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン（別名：メトキサレン、CAS 登録番号：

298-81-7） 
【平成 18 年度調査媒体：水質】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、特定第一種指

定化学物質であるが、排出量が年 100kg 未満であるので、引き続き特定第一種指定化学物質への指定を行

うことの是非を検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 14 地点を調査し、検出下限値 10ng/L に

おいて 14 地点全てで検出されなかった。 

○9-メトキシ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン（別名：メトキサレン）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/42 0/14 nd 10 

 

 

【参考：9-メトキシ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン（別名：メトキサレン）】 
 
・用 途 ： 医薬品 viii) 
・生産量・輸入量 ： 不詳 
・PRTR 集計排出量 ： PRTR 集計結果（kg/年）iv) 

届出排出量集計値 
年度 

大気 公共用水域 土壌 埋立 合計 
届出外排出量

推計値 排出量合計

2001 - - - - - - -
2002 - - - - - - -
2003 - - - - - - -
2004 - - - - - - 0
2005 - - - - - - 0
2006 - - - - - - -

・分 解 性 ： 難分解性（標準法（試験期間 4 週間、被験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）：BOD(0%)、HPLC
での測定値(2%)）1) 

・濃 縮 性 ： 低濃縮性（分配係数試験（フラスコ振とう法）：平均 2.07）1) 
・媒体別分配予測 ： 水質 29.7%、底質 0.1%、大気 0.2%、土壌 70.0%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=423mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=505mg/kg：モルモット（経口）vii) 

LD50=791mg/kg：ラット（経口）vii) 

・反復投与毒性等 ： 不詳 
・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 1（ヒトに対して発がん性を示す。）2) 
・生 態 影 響 ： 不詳 
・規     制 ：  

［化審法］ 
 

法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（808 9-メトキシ-7H-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オ
ン（別名メトキサレン）） 

 

［化管法］ 

 

法第 2 条第 2 項、施行令第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質、（343 9-メトキシ-7H-フロ

[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン（別名メトキサレン））、施行令第 4 条、特定第一種指定化学物

質 
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参考文献 
1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室、既存化学物質安全性点検データ、

経済産業公報（平成 14 年 11 月 8 日）(2002) 
2) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 24, supplement 7, 

261(1987) 
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[56] りん酸(Z)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル（別名：テトラクロルビン

ホス又は CVMP、CAS 登録番号：22248-79-9） 
【平成 18 年度調査媒体：水質・大気】 

 

・要望理由 

化管法 

化管法施行後７年を経過した場合においてその施行状況について検討を加えるに当たり、現在は第二種

指定化学物質であるが、これまで実態調査はなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果に

よっては第一種指定化学物質への指定の是非について検討するため。 

 

・調査内容及び結果 

水質について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 8 地点を調査し、検出下限値 1.0ng/L に

おいて 8 地点全てで検出されなかった。 

大気について本調査としては平成 18 年度が初めての調査であり 5 地点を調査し、検出下限値 0.4ng/m3

において 5 地点全てで検出されなかった。 

○りん酸(Z)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル（別名：テトラクロルビンホス又は

CVMP）の検出状況 
検出頻度 

媒体 実施年度 
検体 地点 

検出範囲 検出下限値 

水質 
（ng/L） 

18 0/24 0/8 nd 1.0 

大気 
（ng/m3） 

18 0/15 0/5 nd 0.4 

 
 

【参考：りん酸(Z)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル（別名：テトラクロルビンホス又は CVMP）】
 
・用 途 ： 農薬（殺虫剤）vi),viii) 
・生産量・輸入量 ： 平成 13（2001）農薬年度：製造 2.6t（原体）x) 

平成 14（2002）農薬年度：製造 0.6t（原体）x) 
平成 15（2003）～平成 18（2006）農薬年度：不詳 

化審法監視化学物質届出結果公表値なし（100t 未満） 
・PRTR 集計排出量 ： なし 
・分 解 性 ： 不詳 
・濃 縮 性 ： 不詳 
・媒体別分配予測 ： 水質 9.3%、底質 0.9%、大気 0.009%、土壌 89.8%ix) 
・急 性 毒 性 等 ： LD50=480mg/kg：ラット（経口）vii) 

LD50=1,379mg/kg：マウス（経口）vii) 

LD50=1,600mg/kg：モルモット（経口）vii) 

LD50=2,000mg/kg 超：アヒル（経口）vii) 

LD50=2,528mg/kg：ニワトリ（経口）vii) 
・反復投与毒性等 ： ADI=0.004mg/kg/日以下 viii) 

NOAEL=0.4mg/kg/日 viii) 

・発 が ん 性 ： IARC 評価：グループ 3（ヒトに対する発がん性について分類できない。）1) 
・生 態 影 響 ： 48h-EC50=0.0019mg/L：オオミジンコ（Daphnia magna）遊泳阻害 2) 

96h-LC50=0.43mg/L：ニジマス（Oncorhynchus mykiss）2) 
96h-LC50=0.5mg/L 超：チャネルキャットフィッシュ（Ictalurus punctatus）2) 
96h-LC50=0.529mg/L：ブルーギル（Lepomis macrochirus）2) 

・規     制 ：  
 ［化審法］  法第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（431 りん酸(Z)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル) 
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ビニル=ジメチル（別名テトラクロルビンホス又は CVMP） 
 ［化管法］ 法第 2 条第 3 項、施行令第 2 条別表第 2、第二種指定化学物質（80 りん酸(Z)-2-クロロ-1-(2,4,5-

トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル（別名テトラクロルビンホス又は CVMP） 
 
 
参考文献 

1) International Agency for Research on Cancer (IARC), IARC Monographs, 30, 197(1983) 
2) U.S. EPA, Ecotox Database (http://www.cfpub.epa.gov/ecotox/) 
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●参考文献 
i)～x)は、本調査全般に関連するものである。その他の参考文献は、各物質（群）ごとに記した。 

i) 環境省環境保健部環境安全課、｢化学物質と環境｣化学物質環境調査 
(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/) 

ii) 環境省環境保健部環境安全課、｢化学物質と環境｣指定化学物質等検討調査 
(http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/) 

iii) 環境省環境保健部環境安全課、｢内分泌攪乱化学物質問題検討会｣資料 
(http://www.env.go.jp/chemi/end/index2.html) 
なお、平成 16 年度のデータについては、以下の報告書を参考にした。 
環境省水･大気環境局水環境課、「平成 16 年度内分泌攪乱化学物質における環境実態調査結果（水環境）」 
環境省水･大気環境局大気環境課、「平成 16 年度内分泌攪乱化学物質における環境実態調査結果（大気）」 
環境省環境保健部環境安全課、「平成 16 年度内分泌攪乱化学物質に関する野生生物蓄積状況調査結果」 

iv) 環境省、「化管法ホームページ(PRTR インフォメーション広場)」(http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html)「全
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